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民 生 常 任 委 員 会 記 録 
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１．欠席委員 
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  市 長 森山一正    

  生活環境部長 登阪 弘  同部理事 北野人士 

同部次長 山田雅也  同部次長兼環境業務課長 豊田拓夫 

同部参事兼産業振興課長 池上 彰 

自治振興課長 早川 茂  市民活動支援課長 谷内田 修 

環境センター長 森川 護  環境政策課長 三浦佳明 

市民課長代理 有場 隆  農業委員会事務局長 林 彰彦 

保健福祉部長 堤 守 

同部参事兼生活支援課長 東澗順二  同部参事兼高齢介護課長 鈴木康之 

  保健福祉課長 丹羽和人  障害福祉課長 吉田量治 

  国保年金課長 安田信吾  保健福祉課参事 川口敦子 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局長 藤井智哉  同局書記 井上智之 

 

１．審査案件（審査順） 

認定第１号 平成２６年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分 

認定第６号 平成２６年度摂津市パートタイマー等退職金特別会計歳入歳出決算認 

定の件 

  認定第３号 平成２６年度摂津市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件 

  認定第８号 平成２６年度摂津市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件 
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  認定第７号 平成２６年度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件  
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（午前９時５７分 開会） 

○上村高義委員長 ただいまから民生常

任委員会を開会します。 

本日の委員会記録署名委員は村上委員

を指名します。 

 先日に引き続き、認定第１号所管分の

審査を行います。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 おはようございます。 

 何点か質問をさせていただきたいと思

います。 

 まず、１点目ですが、決算概要の５４ペ

ージになります。防犯カメラ設置事業でご

ざいます。これは、森西委員も質問されて

おられまして、私もかつて本会議の中で防

犯カメラにつきましては質問をさせてい

ただいたことがございますし、先の本会議

の中におきましても、複数の議員がこの防

犯カメラのことにつきましては質問され

ておられました。それほど市民生活にとっ

ても非常に大きな事業であると思ってお

りますし、ある意味関心の高い事業かと思

います。 

 先日の委員会をお聞かせいただきまし

て、設置台数はわかりました。そこはもう

結構です。どうやって防犯カメラの設置場

所を決めていくのかということについて

は、警察であるとか関係機関と協議をしな

がら決めているんだというお話があった

と思います。そのことはよくわかっている

んですけれども、きょうは委員会でありま

すので、もう少し詳しくお聞かせいただき

たいと思っておりますのは、そのお話の中

でどういったところに焦点を当てながら

設置場所を決めておられるのか。実際に２

６年度の中で、その会議の中で具体的に設

置場所が変わったといったケースがあっ

たのか、その点についてお聞きをしたいと

思います。 

 同じく決算概要になりますけれども、７

２ページです。生活困窮者自立支援事業と

いうことで、決算概要を見ておりますと、

事業としてそんなに多くのケースはなか

ったのかと思っておりますが、２６年度は

実際にどのような支援事業を行われたの

か、その点につきましてもお聞かせいただ

きたいと思います。 

 続きまして、決算概要７４ページになり

ます。ひとり暮らし高齢者安全対策事業で

ございます。これも先週の委員会の中で質

問が出ておりました。また、村上委員が具

体的な例を出されて、未然に重篤なケース

になることを防いだといったことがあっ

たということをお話しになられておりま

した。この中でお聞きをしたいのは、いわ

ゆる緊急時の通報ブザーとかありますよ

ね。そういったものが配付されているわけ

なんですけれども、２６年度でそういった

ものがあることによって重篤なケースが

防げたといったことがどの程度あったの

かお聞きをしたいと思います。 

 それと、実際に摂津市の中でいわゆる孤

立死、孤独死といったものがどの程度あっ

たのか、その点につきましてもお聞かせい

ただきたいと思います。 

 続きまして、同じく決算概要の９０ペー

ジになりますけれども、生活保護のことに

ついてお聞きをしたいと思います。これは

先般、新聞あるいはテレビでも報道されて

おりまして、保護世帯数が過去最高だった

ということがあったと思いますが、どうも

内容が変わってきているようですね。いわ

ゆる就労が可能だろうといわれる層が若

干減ってきているということがあったの

かと思っておりますが、生活保護を受けて

おられる世帯あるいはその方の特徴です
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ね、どういったものがあったのか。 

 それと、ケースワーカーの配置というこ

とについては、私も以前からこの委員会の

中で質問をさせていただいておりました

けれども、その基準が今どうなっているの

か。基準と照らし合わせて摂津市でのケー

スワーカーの配置がどうなっているのか、

その点についてもお聞かせいただきたい

と思います。 

 続きまして、決算概要の９２ページにな

りますけれども、出産育児相談支援事業で

ございます。事務報告書を見ておりますと、

育児相談を１２回実施されて、１３５人の

方がご利用されたと載っていたと思いま

すが、この１２回といったのが月１回と決

まっているものなのか、その点についてお

聞きをしたいと思いますし、実際に育児に

ついてどのような相談が多く見られたの

か、それを踏まえてどのように取り組みを

これからされていこうとしているのか、お

聞きをしたいと思います。 

 同じく９２ページですけれども、未熟児

養育医療給付事業でございまして、これも

事務報告書を拝見させていただきますと、

３１人の方で延べ人数が６１人と書いて

ありますけれども、この点についてもどう

いった特徴があったのかお聞かせいただ

きたいと思います。 

 続いて、決算概要の９４ページになりま

すけれども、乳幼児健康診査事業について

お聞かせいただきたいと思いますが、この

検査の受診率というのでしょうか、どの程

度の方が受けておられるのか。受けておら

れない方については、保健師だったりとか、

何とかして連絡をとろうとされているの

だろうと思いますがどのようになってい

るのか、その点についてもお聞かせいただ

きたいと思いますし、かつて私もこの委員

会におりましたときに質問させていただ

きました。すると、そのときはたしか四、

五年前だったと思いますけれども、１歳６

カ月児健診におきまして言葉の発達のお

くれといったものが最近顕著にあらわれ

ているのだというようなお話があったと

思いますが、２６年度何か特徴のようなも

のがあったのかお聞かせいただきたいと

思います。 

 それから、決算概要の９６ページになり

ますけれども、河川等の水質調査事業につ

いてお聞かせをいただきたいと思います

が、２６年度この調査を行うことによって

何か基準に触れることがあったのか、お聞

きしたいと思います。かつて三箇牧水路で

ダイオキシンが基準値を上回る数値が検

出されて、それを探っていくと摂津市内の

事業所だったということがあったと思い

ます。そのことについてはしっかりと対応

していただいているのかと思っておりま

すけれども、あれは府の調査だったのかも

しれませんが、市の調査と府の調査とでど

のように連動しているのか、しっかりとそ

の点についてもお聞かせをいただきたい

と思います。 

 続きまして、９８ページの葬儀会館管理

運営事業でございますが、これも先日の委

員会の中で内容につきましてはよくわか

りましたけれども、葬儀会館ができたとき

と比べて、今現在の葬儀の形が変わってき

てるんだよと。家族葬なんかも非常にふえ

てきてるというお話がありました。その結

果として、市内にはそういった家族葬のホ

ールがふえてきて、そういったところもご

利用される方がふえてきているんだと。そ

のことによって、メモリアルホールの利用

率が下がってきてるというお話がありま

した。それは理解できるのですが、そうし
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たらそのままでいいのかということなん

ですよ。葬儀会館ができたときの事情を考

えると、やはり葬儀会館の利用率を上げて

いくと。もし、市内で葬儀をされる形が変

わってきてるというのであるならば、葬儀

会館の形も変えていくといったことも検

討する価値があるのかと。具体的に申し上

げますと、今は、二つ会場がありますけれ

ども、例えば２階部分を今のあの大きさで

一つでするのか、あるいはそこを二つに分

けて家族葬にも対応しやすいように検討

していくのか、そこは担当課として大きな

主体性があるのかと思いますので、その点

について今お考えがあればお聞かせをい

ただきたいと思います。 

 最後に、１１０ページになりますけれど

も、地域就労支援事業についてお聞かせい

ただきたいと思います。いろいろと就労支

援の事業をしていただいていると思いま

すが、２６年度におきまして、この事業に

おいて就労に結びついたケースはどの程

度あったのか、どういった課題があるのか、

その点についてお聞きをしたいと思いま

す。 

○上村高義委員長 早川課長。 

○早川自治振興課長 防犯カメラの設置

箇所についてでございます。こちらにつき

ましては、駅と人が集まるところをメーン

につけておりますが、それ以外にも摂津警

察が把握しております防犯カメラがござ

いまして、市内の不足している地域に設置

をするように、警察と協議しながら考えて

おります。 

○上村高義委員長 東澗参事。 

○東澗保健福祉部参事 決算概要７２ペ

ージ、生活困窮者自立支援事業についてご

説明します。 

 平成２６年度の決算額につきましては、

平成２７年度から実施いたします事業の

準備作業で、啓発パンフレットの購入、活

動用の電動自転車など、備品を購入いたし

ました。平成２６年度の取組状況でござい

ますが、体制整備を重点的に対応いたしま

した。具体的に主任相談員１名、これは正

職員で、あと就労支援員と支援相談員、こ

れは非常勤職員で各１名ずつ配置してお

ります。生活困窮者自立支援事業につきま

しては、幅広く相談を受ける中で様々な相

談内容が想定されますので、庁内でのネッ

トワーク会議の構築等を図りました。あと、

任意事業で学習支援事業の実施に当たり、

大阪人間科学大学と細かい協議を行いま

した。 

 次に、決算決算概要の９０ページ、生活

保護の状況でございますが、最近の状況と

いたしましては、伸び率は少なくなってき

ておりますが、依然として被保護世帯数は

毎年伸びております。本市の状況といたし

ましては、今年９月の時点の最新の状況で

ございますが、１，１１８世帯、１，５４

６人が受給しております。その内訳といた

しましては、高齢世帯が５９３世帯で全体

の５３％を占めております。次に、その他

の世帯が１６７世帯で１４．９％、傷病世

帯が１６４世帯で全体の１４．７％、母子

世帯が９８世帯で８．８％、障害世帯が９

６世帯８．６％となっております。保護率

につきましては１８．０３パーミルになり

ます。最近の状況としましては、日本全体

にいえることですが、高齢化が進んでおり

ますので、被保護世帯の中でも高齢者が増

えてきており、これは全国的な状況となっ

ております。 

 次に、実施体制の状況でございますが、

平成２７年の７月の時点でケースワーカ

ーは１０名配置しております。過去から委
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員にご指摘いただいています実施体制の

強化につきましては、現在、就労支援員、

介護支援専門員、社会保険労務士など非常

勤職員を雇用して、ケースワーカーのサポ

ートをさせているところでございますが、

現状、保護世帯数が伸びてきている中でケ

ースワーカーの業務内容といたしまして

は、保護費の計算、定例的な家庭訪問等の

ルーチンワークで大変な状況になってお

ります。村上委員のご質問でありましたよ

うな自立支援の充実、就労支援や医療の予

防支援などが追いつかない状況になって

きておりますので、ケースワーカーの補強

等を来年度等に向けて考えていきたいと

考えております。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、ひとり

暮らし高齢者の見守りの支援について行

っている緊急通報装置の利用者における

対応実態というご質問にご答弁申し上げ

ます。 

 緊急通報装置を設置されておられます

ひとり暮らし高齢者は、平成２７年３月３

１日現在で１８６名の方がおられます。万

が一のときの緊急ボタンを押しての対応

につきましては、２６年度におきましては

１８４件ございました。前年度に比べまし

て７．６％の増となっております。その内

訳といたしまして、５１件が相談のみや誤

報となっております。相談につきましては、

委託先で看護師等が常駐しておりますの

で、相談事、悩み事をお受けしております。

１０２件が現場へ急行いたしました。その

うち３１件が救急搬送になったという状

況でございます。また、最悪の事態という

話ですけれども、今回、摂津市内で高齢介

護課が担当している事業におきまして、自

宅に突入等をしまして死亡を確認した事

例が６件ございます。ただ、委託先のパナ

ユースから連絡を受けての死亡対応は数

字上として上がっておりませんので、今回

の緊急通報による死亡者の発見というの

は２６年度ではありませんでした。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、３点の

ご質問にお答えいたします。 

 １点目が、まず出産育児相談支援事業に

ついてです。こちらの育児相談につきまし

ては、保健センターで、月１回定例的に実

施をしております。相談内容については、

身長・体重等の計測もふえてきていますが、

１歳未満の乳児を育児されている方が多

く、離乳食などの食事に関する相談や遊び

方に対する相談、そういったものが多くな

っております。やはり、身近に細かいこと

をご相談できる方がいらっしゃらないと

いうのが最近の傾向としても挙がってい

るのではないかと考えています。 

 ２点目の未熟児養育医療給付事業につ

いてです。実人数が３１名ということで、

最近の特徴といたしましては、高齢出産の

方が多くなっていたり、あるいは就労して

いる妊婦のご出産というのが多いという

傾向にあると思っています。 

 ３点目の乳幼児健康診査事業ですけれ

ども、それぞれ受診率につきましては４カ

月健診で９８．９％、１歳半健診が９６％、

３歳半健診が８９％というような受診率

になっております。今後、受診率の向上に

ついては、何度か未受診の方にもご案内を

することは以前から実施しておりますが、

保育所に行かれているのでいいだろうと

いうことでご受診になられないという方

もいらっしゃるようにお見受けいたしま

すので、そういった場合には保育所との連

携をとり、必ず子どもの状況を把握させて
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いただいております。 

 あと、１歳半健診のときの言葉の発達の

おくれが四、五年前には特徴的なことであ

ったと思うがということですけれども、最

近もやはり戸外遊びや子ども同士の遊び、

親との遊びといったような経験不足は同

様の傾向でして、やはりそこから来る言葉

の発達のおくれというのが依然としてあ

ると考えております。 

○上村高義委員長 三浦課長。 

○三浦環境政策課長 決算概要９６ペー

ジの河川等の水質調査事業についてお答

えいたします。 

 河川等の水質調査につきましては、安威

川、大正川等の４河川、鳥飼水路、番田井

路等々の５水路、計９河川及び水路等につ

きまして年４回調査を行っておりまして、

調査項目につきましては、ｐＨ、ＢＯＤ、

ＣＯＤ、大腸菌群等々、８項目について実

施しております。この中で河川の汚れを示

すと言われているＢＯＤというもので環

境基準がクリアしてるかどうかというの

を確認すると、市内の調査いたしました９

河川、水路全てにおきまして、環境基準は

クリアしております。 

 続きまして、三箇牧水路のダイオキシン

の件につきましてですが、これにつきまし

ては平成２５年度に大阪府、摂津市、神安

土地改良区等々で連絡会議を持っており

ます。その後、２５年度中に全ての保管し

てある底質等々を搬出いたしまして、三箇

牧水路のダイオキシンに関しましては全

て処分が終了しているという形になって

おります。 

○上村高義委員長 有場課長代理。 

○有場市民課長代理 葬儀会館運営事業

につきましてご答弁申し上げます。 

 家族葬が広がってきているということ

ですけれども、その背景には核家族化とい

うそういった広まりもございますし、葬儀

に対する価値観そのものの変化というの

もございます。最近では終活という言葉も

ございまして、そういった価値観の違いも

ございます。また、インターネットの普及

により喪主世代の方が、インターネットを

通じて葬儀社を探されるというような世

の中になってきました。こういったことか

ら、当然のことながら我々も競争にさらさ

れるという時代になってきております。そ

の中で利用率が減少してきたということ

でございます。この間、我々もやはり家族

葬というものを念頭に置きまして、その取

り込みということも意識しております。事

実、葬儀会館の運営件数ですけれども、半

分弱ぐらいは家族葬であるということで

ございますので、決して家族葬だけが取り

込めていないというわけではないと考え

ております。ただ、やはり民間が育ってき

てるということでございますので、まず根

本的な問題として、この分野に市がどこま

でかかわるのかといったことであったり

とか、どうかかわっていくのかということ

が根本的な問題として今後問われてくる

のかと考えておりまして、まだこの部分に

ついては、もう少しお時間をいただいて検

討していかないといけないかとは考えて

おります。本件につきましては５次行革で

も項目として挙がっておりますので、そう

いった枠組みの中でご提示していきたい

と考えております。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 それでは、決算概

要１１０ページ、地域就労支援事業につい

てご答弁申し上げます。 

 まず、地域就労支援につきましては、就

労支援に対する事業といたしまして大き
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く四つの事業を行っております。 

 一つは相談事業としまして、専門員によ

ります就労相談、これは週１回ですけれど

も専門員による就労相談または研修を受

けた就労支援コーディネーターの職員が

就労相談等に当たっております。 

 次に、職業能力開発事業といいまして、

こちらは就労に結びつく資格講習等を年

３回から４回実施しております。 

 三つ目の事業といたしましては、雇用就

労創出事業といいまして障害者の就職フ

ェアまたは福祉就職フェア等々を開催し

ております。 

 四つ目といたしましては、求人、求職の

紹介としましてハローワークからの情報

を役所であるとか市内公共施設に掲示し

ている事業でございます。 

 その中で就労に結びついたケースとい

うことでございますけれども、まず相談事

業につきましては、昨年の相談件数は１４

人来られまして、２人がその相談から就職

に結びついたということになっておりま

す。あと、それぞれの資格講習につきまし

ては、介護職員初任者研修を行いまして、

こちらは受講者数１０人のうち就職者が

３人。フォークリフトの運転技能講習、こ

れが受講者数９人に対しまして就職者が

１人。調剤薬局事務講習につきましては受

講者数１６人に対しまして就職者数が１

人と聞いております。 

 また、就職フェアの参加実績を申し上げ

ておきますと、福祉就職フェアを６月に行

っておりまして、これにつきましては参加

者数４３人のうち４人が就職に結びつき

ました。障害者就職フェアにつきましては

９月に行っているんですけれども、参加者

５０人に対して８人が就労に結びつきま

した。３市１町合同就職フェア、これは摂

津市だけではないんですけれども、こちら

は参加者数が７２人で就職者が８人と聞

いております。 

 今後の課題につきましては、今申し上げ

ました相談事業でありますとか、資格に結

びつく講習、講座または就職フェア等を単

発ではなくそれぞれがつながりを持てる

ようにしていく工夫も必要であるかと考

えております。また、他機関が実施してい

る事業とも連携を図りながら、ひとりでも

多く就職に結びつくような取り組みを今

後もしていかなければならないと考えて

おります。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 先ほどの育児相

談の件で１点追加させていただきます。育

児相談のスタッフですけれども、保健師に

合わせまして、離乳食など食事の相談が多

いということで栄養士も専門職として対

応をしております。 

○上村高義委員長 防犯カメラの件で、設

置場所について当初の計画と変更した点

があったんですかという質問があったん

ですけれども。 

 早川課長。 

○早川自治振興課長 当初の計画との違

いですが、当初との計画の違いはございま

せん。しかし、寝屋川の事件もございまし

たので、通学路等の配慮も必要だと考えて

おりますので、来年度の協議についてはそ

の辺を特に視野に入れていきたいと考え

ております。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 それでは、２回目の質

問並びに要望をさせていただきたいと思

いますが、まず防犯カメラのことでござい

ます。実際に警察や関係機関と相談した中

で設置場所が変わったことはないという
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ようなお話で、ただ、これからは寝屋川の

事件も受けながら通学路に配慮をしてと

いうことがありました。これは警察が把握

をされているのかもしれませんけれども、

実際に残念なことですが、市内で犯罪が起

こるわけですよね。そういったことも考え

たときに、もし防犯カメラがあったならば

防げたなとかいうことがあるならば、そこ

は柔軟にしっかりと警察との協議でどち

らになるかはわかりませんけれども、必ず

防犯カメラ等で確認できるような体制に

動いていくべきだろうと思いますので、そ

こはしっかりとお願いしたいと思います。

そこにつけたのでそれでいいんだという

ことでなくて、随時そのときの情勢を見な

がら場所を変えれるというか、そういった

体制に移っていただきたいと思いますの

で、これは私も非常に関心がありますので、

引き続き推移を見守っていきたいと思っ

ておりますので、どうかよろしくお願い申

し上げます。 

 ２点目の生活困窮者自立支援事業とい

うことで、少し勘違いしておりました。２

７年度から本格実施ということですよね。

ですので、２６年度はその準備であり、体

制の整備であったというお話でありまし

た。これは、後ほどの生活保護のケースワ

ーカーの配置等も変わってくるのかと思

いますけれども、生活保護のいわゆるケー

スワーカーの配置をお聞きしてますと、参

事がおっしゃっていただいたように、ルー

チンでいっぱいなんだよというお話があ

りました。そこは、ケースワーカーをふや

していくといったのも一つの方法だろう

思いますし、もし就労支援といったことで

お困りであるならば、この生活困窮者自立

支援事業で、支援員、相談員にお願いをし

てるわけですよね。そういった方につない

でいくのも一つでしょうし、あるいは最後

の地域就労支援のところでお話をいただ

きましたけれども、そこでも相談事業等を

されておられるわけですので、そういった

ところにしっかりとつないでいくといっ

たことも大事かと思います。ただ単にケー

スワーカーの方の数だけを見て、数だけで

１，１１８世帯、１，５４６人の方に対し

てどうしていくのかということプラスね、

そこをサポートする体制がどうできてい

るのかと。参事の答弁の中で社会保険労務

士等がサポートしてるというお話があり

ましたけれども、しっかりと摂津市の中で

そういったことができてるんだよといっ

たことがしっかりわかるように、これはよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、ひとり暮らし高齢者の安全

対策事業でございます。緊急通報装置が非

常に役立っていると、答弁をお聞かせいた

だきまして思いました。ただ、その中で最

悪の事態が６件あったというお話でした

よね。そこで、２回目お聞きをしたいのは、

この６件というものについては、例えば緊

急通報装置が配付をされていなかったの

かどうかですよね。それだけではないかも

しれませんが、ひとり暮らしの高齢者の安

全対策事業といったことからはなかなか

効果的なアプローチができずに最悪の結

果ということになったのか。もし、そうい

ったことができていれば、最悪の結果は防

げたかもしれないとお考えなのか、担当課

としての感覚をお聞かせいただきたいと

思います。 

 それから、出産育児相談支援事業でござ

いまして、内容としては特に１歳未満のお

子様をお持ちの方が離乳食のことについ

て相談をしたりとか、遊び方とか、そうい

ったことについて相談をするというよう
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なことがあるんだというお話でございま

した。月に１回定例で相談事業をされてお

られますけれども、やはりこういったこと

はもっと充実させていくといったことは

あるのかと思います。その方向性について

どのようにお考えなのか。今ではだいぶ身

近で相談をしたりすることができない環

境の方が気軽に集えるような環境ができ

ているのかと思いますけれども、そことの

関係で今後どのようにお考えなのか、お聞

かせいただきたいと思います。 

 それから、未熟児の養育医療のことでご

ざいまして、内容をお聞かせいただきまし

た。高齢出産がふえているとか、あるいは

就労されていて出産を迎えられてといっ

たことで、その結果として未熟児として出

産をしてしまうというようなことがある

というお話なのかと思います。このことに

ついて、どうこう言うことはできないかも

しれませんけれども、子どもの命というこ

とを考えると非常に大きな事業なのかと

思いますので、ぜひ今後の特徴といったも

のを見守っていただきながら、効果的な事

業等できるものがあればしっかりとして

いただきたいということでお願いいたし

ます。 

 それから、乳幼児健康診査事業でござい

ますけれども、受診率をお聞かせいただき

ました。３歳６カ月児が８９％ということ

で、１１％の方は受けておられないわけで

すよね。保育所に行かれていて、そこでし

っかりと成長というか発達の状況がつか

めているのであるならばいいのかとは思

わなくもないのですが、全く状況がつかめ

ていないようなケースとかがあるのか、そ

の点についてお聞かせいただきたいと思

います。 

 それと、１歳６カ月児健診の言葉の発達

の問題でありますけれども、やはりいろい

ろな要因があるんだろうと思います。そう

いったところでいろいろな専門的な方か

らの発表もあるわけでございまして、やは

りそういったことを実際に見られて感じ

られたことを、これからお子さんを産んで

いかれるとか、まだ小さいお子さんをお持

ちのご家庭に対してしっかり届くように

啓発していかないといけないのかと思い

ます。その点についてどのようにお考えな

のかお聞かせいただきたいと思います。 

 河川等の水質調査のことにつきまして

は、わかりました。ありがとうございます。 

 それから、葬儀会館のことですけれども、

確かにこの事業は維持をしないといけな

いのかということについては、やっぱりし

っかりと考えていただきたいというよう

に思います。仮に５次行革の中で、これは

民間にお願いしていこうではないかとい

う方向性が出たとしても、果たして今の形

でいいのかといったことがあるんだろう

と思います。実際に、規模の小さい葬儀が

ふえてるということについては私も感じ

ているところです。なので、やはりそこに

対応した形といったものもあるんだろう

と思います。葬儀会館ができた経緯という

ものを考えると、当時は市内に民間で葬儀

をするような施設がなかったわけですよ

ね。民間に対してそういったアプローチも

あったようですね。しかし、そこでなかな

か手を挙げるところがなかったので摂津

市が建てたといった経緯があるわけです

よね。それから後になって、民間の事業所

が進出というか、葬儀会館等を建てられる

ようになってきたわけでございまして、経

緯を考えると、決して葬儀会館の利用率を

上げることが私は民間の圧迫にはならな

いと思うんですよ。森西委員もおっしゃっ
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ておられましたけれども、市民の税金で建

てられた施設でありますので、その利用率

を上げていくといったことは当然の視点

だろうと思いますので、将来的なその方向

性も踏まえてどのような形の葬儀会館に

することが適切なのかということについ

ては、しっかりとこれは協議をいただきた

いということで要望としてお願いを申し

上げたいと思います。 

 それから、地域就労支援事業なんですけ

れども、参事からいろいろとご答弁いただ

きまして、最後の３市１町の就職フェアを

受けられた方もそうですし、その就職に結

びついたケースも多いのかというように

思います。摂津市民の方であったとしても、

別に摂津市内の事業所で働かないといけ

ないということはないわけでありますの

で、やはり広域的な取り組みといったもの

は、実際に雇用ということを考えるとより

効果的なのかと思いますし、決して摂津市

だけが地域就労ということについて問題

意識を持ってるわけではないと思います

ので、近隣の自治体とも、もっと連携を深

めていきながら、そういった雇用の機会が

より広がっていくような取り組みを、摂津

市の担当課だけでは難しいかもしれませ

んが、ご努力をぜひお願いをしたいと思い

ます。お願いいたします。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、ひとり

暮らし高齢者の見守りを踏まえ、２６年度

の６件の死亡の案件につきましてご答弁

申し上げます。 

 今回の死亡者の６名の方は、まず緊急通

報装置の設置はしておられません。具体的

な内容としましては、隣人より二、三日姿

を見ていないと派出所へ連絡があり、担当

課に連絡がありました。２件目につきまし

ては、管理人より消防に連絡があり、数日

前より新聞がたまっている、異臭がすると

いう内容でございました。３件目は、知人

より１か月前より姿を見かけていない、電

気もついていないという問い合わせが高

齢介護課に入っております。次に、ライフ

サポーターから電気、テレビがついており、

水の流れる音が聞こえるので呼びかけを

するが出てこられないというのがありま

した。次に、親族より、本人が通っている

スポーツジムで兄が最近来ていないとい

う情報を警察に連絡され、担当課に連絡が

入ってきました。６件目は、警察から安否

が確認できていないというひとり暮らし

高齢者の情報が入ってきました。この６件

につきまして死亡が確認されたというこ

とです。担当課としましては、ひとり暮ら

し高齢者、また老老介護であります高齢者

２人世帯等々のことにつきましては、乳酸

菌飲料の配付であるとかいろいろな対応

をしておりますが、まだまだ十分な見守り

ができてるとは考えておりません。時代に

応じた取り組みを進めていく中、５次行革

も含めましていろいろな観点から効率的

または合理的にできるだけ効果があるよ

うな形で見守りを構築していきたいと思

っています。今後につきましては、介護保

険の予防事業も含めまして高齢者に家か

ら出てきてもらって、コミュニケーション

も図りながら、地域の方にお力を借りなが

ら見守りを強化していきたいと考えてお

ります。 

○上村高義委員長 川口参事。 

○川口保健福祉課参事 それでは、私から

は２点のご質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、１点目、出産育児相談等のさらな

る充実あるいは方向性についてというこ
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とですけれども、ご指摘いただきましたよ

うに、専門職が受ける育児相談だけではや

はり定例的な回数でしか対応はできない

ということになりますので、地域での子育

てのグループですとか、保育所のほうでも

親子教室ということで開催もしておりま

すし、プレママサロンということで妊娠期

からも教室を保育所で開催することで、妊

娠中から育児をイメージしていけるよう

な体制を図っております。やはり、専門的

な相談以前に地域で子育てをしていくと

いう環境を整えていくことが大変重要な

時代になっているのではないかという認

識をしております。いろいろな育児グルー

プあるいは保育所等と連携をとりながら、

身近な相談場所として、まず地域のそうい

った機関に相談していただける方向で進

めてまいりたいと考えております。 

 ２点目の健康診断についてです。受診率

はそれぞれ上がってはきているんですけ

れども、最後まで確認できないという子ど

もが実際にはいらっしゃいます。訪問も時

間を変えて夜に実施をするなどしており

まして、子どもを確認するということが重

要と思っておりますので、未受診の方に対

してはそういう対応をしております。それ

でも最後まで確認できなかったという子

どもについては人数が手元にないんです

けれども、そういった場合には家庭児童相

談室や大阪府の子ども家庭センター等と

連絡をするような会議を持っております

ので、そういったところでどのような確認

をとるのか協議の上で決定をしていると

いうことです。 

 １歳半の言葉の発達の要因について、経

験不足が多分にあるという認識をしてお

りまして、啓発については、やはり親子教

室や保育所での経験、保育所に通わない子

どもも親子教室に参加することで経験を

積んでいただくなど、先輩のお母さんから

いろいろアドバイスをいただく中で経験

を積んでいただくということで、ご質問の

１点目の育児相談事業の充実と合わせる

形で身近な相談場所として機能の充実を、

連携をとりながら進めていければと考え

ております。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 ひとり暮らし高齢者

の安全対策で、最悪の事態に至った６ケー

スをお聞かせいただきました。全て緊急通

報装置がついていなかったというお話で

すよね。今の社会状況を考えると、高齢者

の単身世帯であるとか、高齢者のみの世帯

も残念ながらふえていくというのは今の

情勢なのかと思います。そうなっていった

ときに、果たして地域のネットワークだけ

で異変に気づいて対応していくというの

は、今まで以上に難しいといったことも考

えられるのかと思います。ライフサポータ

ーからの通報もあったといったことで、そ

こは非常に心強いところであるんですけ

れども、それプラス環境というか緊急通報

装置のように、ネットワークだけではなく

て本当に効果的なひとり暮らしの高齢者、

あるいは高齢者だけの世帯の方の安全に

つながるような対応について、いろいろな

選考順位もあるのかと思いますので、ぜひ

その点もこれから研究をしていただきま

して効果的なものを打ち出していただき

たいということで、要望として申し上げた

いと思います。 

 それから、出産育児相談支援事業と関係

するのかと思いますが、乳幼児の健康診査

のことなんですけれども、これもやはり、

どうしても地域の中で孤立しがちな世帯

が出てくるのが否めない状況なのかと思
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いますので、いろいろな機会をご用意いた

だきたいと思います。それから、言葉の発

達のことですけれども、私が聞いている範

囲ですけれども、私は専門家ではありませ

んけれども、とにかく大事なのは多くの言

葉を子どもは聞くことだとお聞きをして

るんですよ。いろいろな言葉を聞くことに

よって、最初は赤ちゃんはわからないけれ

ども、だんだんと言語に関する中枢が刺激

をされて言葉が出てくるんだといったこ

とについてよくお聞きをいたします。とい

うことは、なかなか家庭だけだと、言葉が

けの数も少なくなっていくでしょうし、そ

ういったことをしっかりと情報として広

めることによって、そうしたら外出しよう

かというケースも出てくるかと思います

ので、ぜひその点についても効果的な事業

をお願いしたいと思います。 

○上村高義委員長 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 そうしましたら、私の

ほうから嶋野委員のひとり暮らしの高齢

者の安全ということでご答弁を申し上げ

ます。 

平成２３年度に近隣でも孤独死が非常

に発生しました。全国的な傾向でもござい

ます。鈴木参事からは高齢者の６件という

ことでございますけれども、高齢者以外の

方も実はふえております。この原因といた

しましては、摂津市ですと年々単身世帯が

ふえておりまして、１人で独居されている

方が年齡にかかわらずふえています。特に

高齢者がふえているわけですけれども、そ

ういったことを考えますと、お一人で住ま

われておりましたら入院でもされていな

い限りは独居死というのは当たり前にな

ってきている社会でございます。ただ、そ

れが当たり前になってはいけないという

ことで、平成２４年度に孤立死を防ぐため

の安否確認マニュアルというのを作成し

ておりまして、その中で全庁的に何か報告

があれば、それを逃さないで情報を交換し

て早急に対応するということをやってお

ります。その中で１番多いのは高齢者です

ので、高齢介護課に中心になってやってい

ただいております。私の持っている資料は

古いのですけれども、６３歳の方のお家に

新聞がたまっているという報告を受けて、

保健福祉課で対応した結果、入院中である

というのがわかったというケースもござ

います。また、５１歳の方で１か月近く見

かけない、電気もついていない、訪問して

も応答がないという民生委員から報告を

いただいて、これも保健福祉課のほうで対

応した結果、最終的には元気なお姿を確認

することができたというケースがござい

ます。そういったことから、まずあらゆる

情報を活かすために、全庁的なシステムを

つくらさせていただいて対応していると

いうところでございます。 

 また、今申し上げましたように、独居で

高齢の方がふえておりますので、現在のラ

イフサポーターの数でいいのかどうか検

討しているところでございます。ライフサ

ポーターの数をふやして、できましたら体

がご不自由になる方が多くなる７５歳以

上の方にお目にかかって、この方が今先ほ

どおっしゃいましたようにいろいろなサ

ービスが必要な方かどうか一度ご確認を

させていただきたいと考えております。第

５次行革の中でいろいろな事業がござい

ますけれども、その中で事業をシフトさせ

ていただいて、安心安全のために進めてま

いりたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○上村高義委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 最後、要望とさせてい
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ただきたいと思いますが、部長から丁寧な

ご説明というかご答弁をいただきまして、

高齢者ではなくてもそういった孤独死を

されるケースがあるんだというようなお

話でありました。お聞きをして思いました

のは、例えば民生委員あるいはライフサポ

ーターの方が発見をされるといったこと

があるのかと思いますが、そうしたら今地

域にお住まいの方が誰が民生委員で、誰が

ライフサポーターの方やねんとか。例えば

民生委員という名前は聞いたことはある

けれども、どういったことをしているのか

よくわからないとかといったこともある

んだろうと思います。そうなったときに大

事なのは、やはり最終的には啓発になるん

だろうなと。こういったことがあったとき

には、こうつないでくださいねといったこ

とがわかっていると、結果につながってい

くのかと思いますので、ぜひそこは大事な

視点だと思いますのでよろしくお願いを

申し上げまして終わらせていただきます。 

○上村高義委員長 嶋野委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で質疑は終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時５０分 休憩） 

（午前１０時５２分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 認定第６号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 パートタイマー等退職

金共済特別会計の１０４ページに印刷製

本費というのが出てきます。この中身につ

いて教えてください。 

 それと、この共済制度に加入をしている

会社それから加入者数、新たに加入者がふ

えたとか、新しい事業所がふえたとか、そ

ういうことがあればお聞かせいただきた

いと思います。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 まず、印刷製本費

でございますが、これは掛金の振替依頼書、

複写式でございますけれども、こちらを作

成したものでございます。 

 あと、加入者数でございますけれども、

平成２６年４月１日現在、３５事業所、１

８４名で、平成２７年３月３１日現在が３

４事業所、１８１名となっておりまして、

平成２６年度の増減につきましては、３社

減で２社ふえて、結果、１社減になります。 

 あと、新しい加入等でございますけれど

も、新規加入といたしましては、２社加入

していただきました。また新規といいます

か追加加入といたしましては、６社、１２

名になっております。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 減っているところもあ

るけど、ふえたところもあるというお話で

した。しかし、全体的にだんだん加入事業

所も減っていて、加入人数も減っていると

いう傾向がこの間ずっと続いているのか

と思うんですけれども、やはり摂津市がこ

れを立ち上げた最初の意義というのもあ

ると思うんですけれども、今後この問題に

ついてやっぱりしっかり市民の方に普及

していく、事業所にわかっていただいて、

非常にいい制度でございますからそこを

訴えてもらいたいと思いまして、印刷製本

費はもしかしたらそういうパンフレット

とかつくっていただいて、配っていただい

たのかと思ってお聞きしたんですけれど
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も。摂津市のホームページの中にはこの制

度についての説明があるとは思うんです

けれども、もっと積極的にお知らせをする

ということを考えておられないのかどう

かお聞かせください。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 この制度につき

ましては、今までも周知を図っているとこ

ろですけれども、なかなか周知できていな

いということもあろうかとも思います。事

業所訪問等をやっておりますので、事業所

訪問をする中で、いろいろとこの制度の紹

介も行っておりますし、今後またいろいろ

な形で制度を知っていただいて、加入して

いただけるように取り組んでいきたいと

思っております。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 ホームページ見させて

いただいても、こういう退職金制度、民間

にもあるような、そういうこともお聞きを

しますけれども、やはりその制度の中で最

も重要なことは制度の永続性、積立金管理

の安全性、退職者に対する給付の確実性が

保証されていることだと摂津市のホーム

ページにうたわれています。これは、摂津

市が条例に基づいて運営していくので、以

上の条件を十分満たされていますという

ことで書いていただいてる。私も本当にそ

のとおりだと思いますので、ぜひともこの

事業しっかりとこれから継続していく、ま

た発展させていくためにご努力いただき

たいと思います。要望としておきます。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 このパートタイマーの

件は、約３０年ですかね、歴史があるとい

うことでありまして、昨年の決算のときも

そうなんですけども、前部長が自分が担当

のときに創設したということで何か思い

も深く、答弁をされておられましたけども、

そのときに、中小企業の共済関係の中にも、

このパートの分も含んできてるとか、そう

いう新たな制度もある中で、今後この制度

は、いろいろと検討しなければいけないの

ではないかという、昨年そういうお話がご

ざいました。そういうことも踏まえて、こ

の制度の内容について、この１年間、検討

をされてこられたことがあればお尋ねを

したいと思いますし、またもう１点は、平

成２６年度末で、３４事業者ということで

ありましたけども、この方々が商工会に加

盟されておられる方なのかどうか、その辺

がわかれば、お答えをお願いしたいと思い

ます。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 まず、この制度に

ついての検討といいますか、委員おっしゃ

られておりますとおり、同様の制度という

か、中小企業の退職制度というのを行って

おられるところがございます。また中小企

業退職金共済というところにつきまして

も、パート用に２，０００円の掛金で退職

金を払うという制度もございます。その中

で一長一短といいますか、摂津市は摂津市

の予算も当然ございますので、今約１８０

人入っておられますけれども、いろんな制

度も見ながら摂津市のパートタイマー制

度としてどうしていけばいいのか。先ほど

増永委員に要望をいただきましたけれど

も、その要望も含めて、これを続けていく

べきものなのかどうなのか、私どもとしま

しては続けていく、堅持していく。こうい

う安心した制度で何とか周知も図り加入

者もふやしたいと思っておりますけれど

も、他の制度も含め、比較しながら今後も

引き続き検討していきたいと思っており

ます。 
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 それと、今の加入者のうち商工会に加入

されてるところでございますが、その分に

つきましては、把握しておらず手元に資料

がございません。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 私も、この制度はいいも

のだろうということで、これからもしっか

りと継続するべきものの一つだと思うん

です。この社会状況の変化ということで先

ほど言いましたけども、３０年ほどずっと

頑張ってやってきて、それなりにこの制度

があってよかったという意見も私も聞い

ておりますし、そういう意味ではこの制度

はいいことなんだろうと思うんです。どう

してこの制度を維持していくかというか、

発展をさせていくかということが、これは

またいろいろとほかの制度もありますし、

また、この制度に関しての企業の負担のこ

ととか、いろいろと問題点もあるかと思い

ますので、そういう意味では産業振興とい

うことも含めて、商工会としっかりと連携

をしていきながらやっていくべきなんだ

ろうと思いますので、そういう意味ではこ

の制度をしっかりと活用できるようなＰ

Ｒもそうですし、先ほど言った企業負担の

分とか、ほかの制度の共済の制度もありま

すので、全体も含めて、またこれから摂津

市としては独自の色を出していくという

ようなことが大切なんだろうと思うんで、

これからしっかりと中身を検討していっ

ていただければと思い要望としておきま

す。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 お二方の委員から質問が

ありましたけれども、加入状況についてご

説明いただいたんですが、市内全体の事業

所数から言いますと、今現在３４事業所と

いうのが、数字的に言うと少ないのかと思

うんです。他の共済に入っておられて、全

ての事業所が他の共済に入っておられる

んであれば、それはこのパートで働いてお

られる方の福利ということでは、対応して

いただいてるのかとは思うんですけれど

も、全てがそうではないだろうと私は思っ

ておるんですけれども、他の共済の部分が

ありますけれども、これから市内の事業所

を全体に対して他の共済も含めてですけ

れども、どのように考えておられるのか、

お聞きしたいと思います。 

○上村高義委員長 池上参事。 

○池上生活環境部参事 パートタイマー

共済ということで、まず従業員、パートタ

イマーとして働いておられる方の福利厚

生をどうしていくのかというところから

考えますと、おっしゃられてるとおり、い

ろんな制度がある中で、各企業にはそれぞ

れに応じた制度に加入していただくこと

がいいのかと思います。また、摂津市のパ

ートタイマー共済を選ばれる方について

は、それはそれで従業員の福利厚生という

ことで入っていただいております。この分

につきましては、平成２４年に事業所実態

調査を行っておりまして、そのときに市内

全事業所をくまなく回り、そのときにこの

パートタイマー共済の説明もさせていた

だきました。そのときに若干ふえたとは聞

いておりますけれども、今後も全事業所を

回るというのはなかなかできないとは思

いますけれども、この制度の周知と、従業

員の福利厚生について充実していただけ

るようなアドバイスといいますか、いろん

な事業を通じて、各事業主にお願いするな

り、周知するなりしていきたいと思います。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 全ての事業所というのは

難しいと思いますので、市と関係する企業、
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事業所から説明をして、加入していただく

という流れをとっていただきたいと思い

ますし、そのＰＲといいますか、動きがパ

ートタイマー共済に加入という動きには

なろうかと思いますので、ぜひとも頑張っ

ていただきたいと思います。特に正規雇用

の方の人数が少なくなってます。非正規の

方がふえておりますので、パートタイマー

等退職金共済事業は大事な部分だと思い

ますし、摂津の事業所の中で働けば退職共

済というような制度があって安心ですよ

という流れをつくっていただきたいと思

いますので、ぜひともご努力いただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時 ８分 休憩） 

（午前１１時１１分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 認定第３号の審査を行います。 

 補足説明を求めます。 

 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 それでは、認定第３号、

平成２６年度摂津市国民健康保険特別会

計決算認定の件につきまして、補足説明を

させていただきます。 

 国民保健制度は、団塊の世代の方が６５

歳に到達されたことにより前期高齢者に

移行されることで歳入歳出の枠組みが変

動してきております。そのような中、平成

２１年度から据え置いてまいりました保

険料率を改定するとともに、低所得者世帯

への保険料軽減の拡充を実施いたしてお

ります。また平成２６年度におきましても、

引き続き医療費の適正化、資格の適正化、

収納率の向上を柱に国保財政の健全化に

取り組んでまいりました。 

 決算の内容といたしましては、歳入では

前期高齢者交付金が８．５％の増、歳出で

は保険給付費が３．５％の増となり、また、

共同事業においても交付金が拠出金を上

回ったことや、国、府における特別調整交

付金の増加などにより、収支は単年度で３

億８０３万５，５６５円の黒字となり、累

積では９，８７３万３，８２４円の赤字と

なっております。 

 国保加入者総数は、２万４，９１５人で

前年度に比べ年間平均で３．１％、７９３

人の減となりました。加入者の内訳を見て

みますと、一般被保険者については、２万

３，８８９人で、前年度に比べ２．０％、

４９７人の減、退職被保険者等については、

１，０２６人で、前年度に比べ２２．４％、

２９６人の減となっております。 

 それでは、まず歳入でございますが、決

算書１８ページ、款１国民健康保険料、項

１国民健康保険料、目１一般被保険者国民

健康保険料は、前年度に比べ６．１％、１

億２，５９７万９，９０１円の増となって

おります。一般被保険者に係る１人当たり

現年度保険料調定額は９万４，９５８円で、

前年度に比べ７．７％、６，７７２円の増

となっております。収納率は一般被保険者

全体で、現年度分が９０．３％、滞納繰越

分が１６．２％となり、前年度と比べ現年

度分０．４ポイント、滞納繰越分２．０ポ

イントの増となりました。 

 目２退職被保険者等国民健康保険料は、

前年度に比べ９．２％、１，４７２万３，

０７９円の減となっております。収納率は、

現年度分が９７．６％、滞納繰越分が２２．
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１％で、それぞれ前年度と比べ１．２ポイ

ント％の増、２．６ポイントの減となりま

した。 

 款２使用料及び手数料、項１手数料、目

１督促手数料は、前年度に比べ６．８％、

１万８，５９４円の減となっております。 

 款３国庫支出金、項１国庫負担金、目１

療養給付費等負担金は、前年度に比べ６．

６％、１億１，５８７万３，０３１円の増

となっております。療養給付費等に係る３

２％が国庫負担率となっております。 

 目２高額医療費共同事業負担金は、前年

度に比べ５．８％、３７７万７，９８３円

の増で、高額医療費共同事業拠出額の４分

の１の交付を受けております。 

 目３特定健康診査等負担金は、前年度に

比べ３１．２％、２５８万２，０００円の

増で、特定健康診査及び特定保健指導に要

する費用について基準額の３分の１の交

付を受けております。 

 項２国庫補助金、目１財政調整交付金は、

前年度に比べ４．６％、２，５８６万４，

０００円の増となっております。 

 ２０ページ、款４療養給付費交付金、項

１療養給付費交付金、目１療養給付費交付

金は、前年度に比べ１６．０％、９，９４

９万７，５１５円の減となっております。

これは、主に退職被保険者数の減少による

ものでございます。 

 款５前期高齢者交付金、項１前期高齢者

交付金、目１前期高齢者交付金は、前年度

に比べ８．５％、２億２，７４９万４，５

１１円の増となっております。これは、６

５歳以上の前期高齢者の医療費増加など

によるものでございます。 

 款６府支出金、項１府負担金、目１高額

医療費共同事業負担金は、前年度に比べ５．

８％、３７７万７，９８３円の増で、高額

医療費共同事業拠出額の４分の１の交付

を受けております。 

 目２特定健康診査等負担金は、前年度に

比べ３１．２％、２５８万２，０００円の

増で、特定健康診査及び特定保健指導に要

する費用について基準額の３分の１の交

付を受けております。 

 項２府補助金、目１事業助成補助金は、

前年度に比べ２．７％、３０万９，８８８

円の増となっており、精神・結核医療給付

及び地方単独事業による国庫負担金減額

に係る補助金でございます。 

 目２財政調整交付金は、前年度に比べ８．

１％、４，０１８万７，０００円の増とな

っております。 

 款７共同事業交付金、項１共同事業交付

金、目１高額医療費共同事業交付金は、前

年度に比べ２２．３％、５，４３５万６，

６８２円の増となっております。これは、

１件８０万円以上の高額医療費を対象に

交付を受けたものでございます。 

 目２保険財政共同安定化事業交付金は、

前年度に比べ６．６％、５，８８８万５，

１８５円の増となっております。これは、

１件３０万円以上の医療費を対象に交付

されたものでございます。 

 款８繰入金、項１一般会計繰入金、目１

一般会計繰入金は、前年度に比べ４．１％、

２，５２８万７，３１３円の減となってお

ります。 

 ２２ページ、目２保険基盤安定繰入金は、

前年度に比べ１４．５％、５，６１０万９，

１１６円の増となっております。これは、

保険料軽減制度の拡充によるものでござ

います。 

 款９諸収入、項１雑入、目１一般被保険

者第三者納付金及び目２退職被保険者等

第三者納付金は、交通事故等による第三者
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納付金でございます。 

 目３一般被保険者返納金及び目４退職

被保険者等返納金は、社会保険加入による

国保資格喪失後の受診などに係る返納金

でございます。 

 目５雑入は、主に７０歳以上の一部負担

金が２割から１割に軽減されていること

に伴う指定公費分でございます。 

 続きまして、歳出でございますが、２４

ページ、款１総務費、項１総務管理費、目

１一般管理費は、前年度に比べ２１．８％、

１，９２６万６，９４７円の増となってお

ります。 

 目２連合会負担金は、前年度に比べ１．

２％、２万３，７５０円の減となっており

ます。 

 目３市町村部会負担金は、近畿都市国民

健康保険者協議会の負担金でございます。 

 項２徴収費、目１賦課徴収費は、前年度

に比べ５．７％、７４万２，１９０円の減

となっております。 

 ２６ページ、項３運営協議会費、目１運

営協議会費は、前年度に比べ１８．８％、

５万４，４８０円の減となっております。 

 款２保険給付費、項１療養諸費、目１一

般被保険者療養給付費は、前年度に比べ４．

０％、２億３，８６８万２，９３６円の増

となっております。１人当たりの保険者負

担額は２５万８，５１７円で前年度に比べ

６．２％の増となっております。 

 目２退職被保険者等療養給付費は、前年

度に比べ１６．１％、６，５１９万２，１

４５円の減となっております。１人当たり

の保険者負担額は３３万２，０５４円で、

前年度に比べ８．２％の増となっておりま

す。 

 目３一般被保険者療養費は、前年度に比

べ０．６％、７１万９，８９４円の増とな

っております。 

 目４退職被保険者等療養費は、前年度に

比べ２０．４％、１６１万５，８１１円の

減となっております。 

 目５審査支払手数料は、前年度に比べ４

３．６％、６９２万９，１６１円の減とな

っております。これは、年度途中に手数料

単価の引き下げがあったことによるもの

でございます。 

 項２高額療養費、目１一般被保険者高額

療養費は、前年度に比べ１０．３％、７，

４９７万７，２３８円の増となっておりま

す。１件当たりの支給額は６万２，７０６

円で、前年度に比べ１６．６％の増となっ

ております 

 目２退職被保険者等高額療養費は、前年

度に比べ２．７％、１６８万４，６９４円

の減となっております。 

 目３一般被保険者高額介護合算療養費

及び目４退職被保険者等高額介護合算療

養費は、１年間の医療保険と介護保険自己

負担の合計額が自己負担限度額を超えた

場合に交付するものでございます。 

 項３移送費、目１一般被保険者移送費及

び２８ページ、目２退職被保険者等移送費

は執行いたしておりません。 

 項４出産育児諸費、目１出産育児一時金

は、支給件数１６０件で、前年度に比べ２

９．９％、１，５４４万７，５６０円の増

となっております。 

 目２支払手数料は、出産育児一時金の直

接払に係る手数料でございます。 

 項５葬祭諸費、目１葬祭費は、支給件数

１６５件となっております。 

 項６精神・結核医療給付費、目１精神・

結核医療給付金は、前年度に比べ１．３％、

１５万９，９００円の増となっております。

１件当たりの支給額は１，３９１円で、支
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給件数は９，００４件でございます。 

 款３後期高齢者支援金等、項１後期高齢

者支援金等、目１後期高齢者支援金は、前

年度に比べ０．９％、１，１７５万２，１

５３円の減となっております。これは後期

高齢者医療制度への拠出金で、被保険者数

に応じて社会保険診療報酬支払基金に拠

出するものでございます。 

 目２後期高齢者関係事務費拠出金は、後

期高齢者医療制度に係る事務費でござい

ます。 

 款４前期高齢者納付金等、項１前期高齢

者納付金等、目１前期高齢者納付金は、前

年度に比べ２５．４％、３２万８，８５４

円の減となっております。 

 目２前期高齢者関係事務費拠出金は、前

期高齢者医療制度に係る事務費でござい

ます。 

 款５老人保健拠出金、項１老人保健拠出

金、目１老人保健事務費拠出金は、老人保

健に係る事務費でございます。 

 ３０ページ、款６介護納付金、項１介護

納付金、目１介護納付金は、前年度に比べ

０．０１％、３万８，１８３円の微増とな

っております。 

 款７共同事業拠出金、項１共同事業拠出

金、目１高額医療費共同事業医療費拠出金

は、８０万円以上の高額な医療費の再保険

事業として拠出したもので、前年度に比べ

６．２％、１，６０５万９，７０８円の増

となっております。 

 目２保険財政共同安定化事業拠出金は、

３０万円以上の医療費の再保険事業とし

て拠出したもので、前年度に比べ３．７％、

３，３２６万８，９０９円の増となってお

ります。 

 目３高額医療費共同事業事務費拠出金

及び目４保険財政共同安定化事業事務費

拠出金は、執行いたしておりません。 

 目５その他共同事業事務費拠出金は、退

職医療制度への切り替え勧奨に係る事務

費でございます。 

 款８保健施設費、項１保健施設費、目１

特定健康診査等事業費は、特定健康診査等

の実施に係る経費で、前年度に比べ６．

３％、３１４万６，３２６円の増となって

おります。 

 目２保健衛生普及費は、前年度に比べ４．

７％、６８万１，３２３円の減となってお

ります。 

 ３２ページ、款９諸支出金、項１償還金

及び還付加算金、目１一般被保険者保険料

還付金、目２退職被保険者等保険料還付金

は、過年度分保険料の還付金でございます。 

 目３償還金は、平成２５年度事業の確定

に伴う療養給付費等負担金精算返還金な

どでございます。 

 款１０予備費につきましては執行いた

しておりません。 

 款１１繰上充用金、項１繰上充用金、目

１繰上充用金は、平成２５年度の不足額を

補填いたしたものでございます。 

 以上、決算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

○上村高義委員長 説明が終わりました。 

 それでは、質疑のある方。 

増永委員。 

○増永和起委員 それでは、国保の特別会

計について質問させていただきます。 

 資料もお配りをさせていただきました

ので、それも見ながらお願いします。 

 ご説明にもありましたように、平成２６

年度は、それまで料率をずっと引き上げず

に摂津市頑張ってきていただいたんです

が、これは引き上げないと赤字になるとい

うお話で、９，０００万円の国保料の値上
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げをされた年でした。赤字になるというお

話だったので、その前年は１億円余分に一

般会計繰入をふやして赤字を防いで値上

げをせずに頑張ってきはったんだから、同

じように一般会計繰入を１億円ふやして

やればいいじゃないかという、そういう一

般質問もさせていただきました。しかし、

前年は１億円繰り入れるというのは特別

な措置であって、継続的にすることはでき

ないというお話で、９，０００万円の値上

げがあったわけですけれども、実際にふた

を開けてみると、平成２６年度は３億円も

黒字だということが今回明らかになって

きているわけですね。これが一体どういう

わけなのかということが一つしっかり知

りたいと思います。 

法定軽減が平成２６年度は広がりまし

て、今まで法定軽減がかからなかった世帯

にも法定軽減がかかって、ほかの市ではそ

ういうところは国保料が値下げになった

というところが多い。これも認識していた

だいてると思うんですけれども、国や府が

その法定軽減を繰り入れることによって、

摂津市には一体幾ら歳入がふえるという

ことになったのか、これをまず一つ教えて

いただきたいです。 

 それと、この決算が黒字になるという見

込みの話の中で、どうして黒字になるのか

ということで、さまざまな努力を国保年金

課のほうでされて、国からも府からも認め

られる成績も上げたと、そういうことで国

からのお金や府からのお金がふえたんだ

ということも言っておられたと思うんで

すね。その努力分というのでふえたのとい

うのは一体どれぐらいの金額なのか、これ

についても、まず三つ質問いたしますので、

お聞かせください。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、増永委員

の３点のご質問でよろしいですかね、お答

えさせていただきます。 

 まず、３億円の黒字の要因の部分でござ

います。黒字の要因につきましては、３点

目の質問の努力分の額も含めてのご説明

となりますので、お願いいたします。 

 まず、黒字の要因としましては、保険者

努力として黒字となったものと、摂津市で

は調整できない、国とか府から交付金をい

ただく部分の係数の変更や、府内の共同事

業ですね。そういった保険者では調整が困

難な部分で黒字が出たものと、二つに大き

く分けられます。 

 保険者の努力といたしましては、先ほど

言いました、国、府からの特別調整交付金

ですね、こちらの経営努力による額、これ

が約１億円、国で約５，６００万円、府の

分で４，８００万円と見ております。それ

と、保険料の収納及び医療費の適正化です

ね。こちらの分で５，０００万円を経営努

力として、保険者努力として見込んでおり

ます。それと、赤字解消繰入というのは、

当初３，０００万円を入れております。こ

れで合計１億８，０００万円になっており

ます。 

 次に、国の係数変更に関係するものでご

ざいます。共同事業の拠出と交付の収支で

すね、こちらについては黒字が約２，３０

０万円です。国保財政安定化支援事業の増

加分、これは昨年の１２月に補正させてい

ただいておるもんですが、これで約５，０

００万円、国の療養給付費負担金、普通調

整交付金ですね、これで約１億円ですね。

ただ、マイナスの要因もございまして、療

養給付交付金、これは退職被保険者の減少

というところもございまして、これでマイ

ナス５，０００万円ございますので、国、
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府の部分で言いますと、１億２，０００万

円ですね。足して約３億円という形になっ

ております。 

 ただ、療養給付費負担金につきましては、

実績報告を平成２７年度に行っておりま

して、平成２６年度、約１億円が超過の交

付と見込まれておりますので、今年度、そ

の１億円は返還という形になります。した

がいまして、単年度黒字は３億円ではござ

いますが、１億円が返還となりますので実

質的には２億円の黒字と見ております。 

 次に、法定軽減ですね。これの収入増が

幾らになったのかというところでござい

ます。平成２６年度に関しましては、法定

軽減において軽減が拡充されました。５割

と２割軽減です。この５割と２割の軽減が

拡充されたことによって、その補填分とい

うことで基盤安定繰入金というものがご

ざいます。これについて軽減分と、さらに

平成２７年度が新たに保険者支援分とい

うところで軽減世帯の割合に応じて繰り

入れするものでございます。決算の額で前

年度と単純な比較になりますが、平成２６

年度の法定軽減の軽減分でいいますと、前

年度が３億２，２００万円でした。平成２

６年度決算では３億７，０００万円となっ

ておりますので、約４，８００万円増とな

っております。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 いろいろとご説明をい

ただきました。私のほうで自分の頭を整理

するために表をつくってみました。Ａ３の

大きいほうの表を見ていただいたら、２０

１４年度の予算と決算、上が歳入歳出それ

ぞれ出しています。国庫支出金が１億５，

０００万円ほど予算よりもふえてると思

うんですね。療養給付費交付金、これが１

億５，０００万円ほどマイナス、少なく見

積もったということになると思います。府

の支出金が３，２００万円、それから二つ

飛んで繰入金のほうで２，４００万円ほど、

これは少なく見積もってた分ですが、共同

事業の交付金は６，１００万円ほど多く見

積もってたと。歳入からすると、そうだと

思うんです。いろいろとご説明があったわ

けですけれども、予算のときに私が質問を

してたんです。予算を立てるときに、ほと

んどの収入が前年よりも少なく見積もっ

てるんじゃないですかと、前期高齢者の分

だけが予算がふえた形になってたと思う

んですね。ほかの国庫支出金とかが少なく

なってるのはどういうわけですかとお聞

きしましたら、安田課長から、歳出の保険

給付費が伸びるから、それに関して国庫支

出金は本来ふえるべきだけれども、前期高

齢者のふえる部分を差し引くというか、そ

こを勘案するために国庫の支出金という

のは、その分抜いて考えるから少なくなる

んですよというご説明があったんですね。

でも、結局こうやってふたを開けてみると、

国庫支出金としては、１億５，０００万円

ほど予算よりもたくさん入ってきてるわ

けですよね。この辺が私たちはよくわから

ない。今いろいろご説明はありましたけれ

ども、この１億５，０００万円がふえたと

いう部分をもう少し詳しく、ここの部分に

ついて、１回整理をして話をしていただき

たいと思います。 

 それと、歳出でふえているのは保険給付

費がふえているわけですけれども、これは

見積りよりも、２億３，０００万円ほど実

際にはかからなかったと、見積額が大きか

ったということですよね。それと、共同事

業の支出が大きいと思ってたけれども、８，

５００万円ほど、これも見積もりが大きく

て、そこまでかからなかったということだ
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と思うんですね。予算よりもかかったもの、

予算よりもかからなかったものがあると

思うんですけれども、不思議やと思うのは、

歳入のほうは先ほども言いましたように、

国庫支出金は１億５，０００万円ほど少な

く見積もってたけれども多く入ってきて

る。でも療養給付費のほうは反対に見積も

り過ぎてたので、大体相殺されるような額

かと。共同事業が多く見積もってたんだけ

れども、府支出金や繰入金の分と合わすと、

ここも同じぐらいということで、歳入のほ

うについては、やはり摂津市の国保年金課

の職員は非常に優秀だと、予算どおりの歳

入がしっかり入ってきてると、全体として

見れると思うんです。ところが、歳出のほ

うで見ますと、今言うたように、二つの大

きなマイナスが出てきて、全体的に予算と、

それから決算の額が大きく違ってきて、本

来だったら累積赤字と言われる部分です

ね。ここをぐっと減らすことができたとい

うことが結果的になってると思うんです。 

 Ａ４の紙を見ていただくと、これ前にも

見ていただいたかもしれないですけれど

も、保険給付費、これが予算と決算がどん

どん乖離してるという形になっていると

思うんですよ。表のほうの下が決算で上が

予算なんですね。２０１０年のときには、

予算と決算の差額は１億４，０００万円ぐ

らいやったんです。１１年は少し広がって、

１億７，０００万円になりましたが、２０

１２年は、また下がって１億３，０００万

円ぐらい。これぐらいの幅できてたものが、

２０１３年、２億６，０００万円ぐらい差

額が広がって、これだけ広がったにもかか

わらず、また２０１４年は２億３，５００

万円ということで大きな開きが引き続き

起こってるわけです。これは予算のときに

２０１３年を見たら、広げ過ぎたというこ

とで圧縮して考えるのが普通やと思うん

ですが、どんどん広がっている。結局ここ

を広げることによって、実際は入ってくる

であろう、わかっていた見込みの歳入をう

まいこと保険給付費がこんなに広がるん

ですよということで赤字と見せたのでは

ないかと、私には見えます。今までずっと

累積赤字をなくすための値上げはしない

ということを何回も摂津市のほうからご

答弁として聞いてきたわけです。その単年

度を見て赤字だから値上げがやむを得な

いと、こう言われてはったわけですね。で

も実際にはこうやって開けてみると、赤字

どころか大黒字、それも歳入はしっかりわ

かってはると、歳出のほうで保険給付費の

見込みをぐっと上げて、ここで赤字なんで

すよということで値上げを押し通したの

ではないか、この辺は非常に疑問です。い

ろいろ細かい項目の費用というのは、上が

り下がりあるとは思うんですけれども、す

ごく優秀な摂津市の国保年金課の職員は、

歳入はしっかり見えてたということは、私

これ見てすごいと思ったんです。もちろん

努力分も自分たちで努力すればこうなる

であろうということもある程度見込めた

からこそ、ここに歳入がきちっと合ってく

るようになってると思うんです。決して、

たまたまやったらほめられたという話で

はなく、それだけ取りにいったんやと思い

ます。一生懸命努力して交付金引っぱって

くるというのは、いいことだとは思います

よ。ですが、それをやっておきながら、摂

津市の市民に負担を大きくかぶせた、この

９，０００万円の値上げというのは、やは

り決算にきても許せない内容やと思うん

ですけれども、ぜひ、その辺のご説明もよ

ろしくお願いしたいと思います。 

○上村高義委員長 安田課長。 
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○安田国保年金課長 それでは、増永委員

の２回目のご質問にお答えさせていただ

きます。 

 まず、１点目、国庫が１．５億円、予算

より多く入ってきたというところの具体

的なご説明をさせていただきます。まず、

国庫の中でも療養給付費負担金というも

のがございます。こちらにつきましては、

一般被保険者に係ります給付費、後期高齢

者支援金、介護納付金の３２％ですね、こ

れを定率で国庫が負担するものでござい

ます。ただ、この算定に当たっては前期高

齢者の交付金を引きますので、必ずしも給

付費の３２％にはなるわけではございま

せん。毎年こちらにつきましては、４月の

当初申請をさせていただきまして、年明け

３月ぐらいに変更の申請を行い、その年度

の負担額が決定となります。ただ、その翌

年度に先ほど申しましたとおり、ことし平

成２７年度に入ってから実績報告を行い、

負担金が確定する形になっております。平

成２６年度の実績報告を見ておりますと、

先ほど申しましたように、１億円の返還に

なっております。これ１億円の返還がもと

もとなかった、変更申請の時点でぴったり

あってた場合、予算比で言うと、９７．３％

ということで、予算とほぼニアリーで、逆

に少なく見積もってた形になっておりま

す。実績ベースで見ると、９７．３％にな

ってますので、国のほうが逆に変更申請の

ときに、国の係数を掛ける形になりますの

で、それを過大に係数が出てきたというこ

とで、１億超過になっております。 

 次に、共同事業の部分で予算との乖離の

ところをご説明させていただきます。 

 共同事業の拠出金につきましては、これ

は大阪府の国保連合会から共同事業で拠

出金についての予算額は示されます。各市

の予算が案分方法が定まりまして決めら

れる形になります。これについては、一旦

共同事業の総額を連合会で見込んで、それ

を案分のルールに基づいて拠出金を求め

られることになっております。ですので、

拠出金につきましては、どちらかといいま

すと、この部分は市で見込んだといいます

か、連合会のほうからの見込みに基づき、

予算化させていただいております。全体の

決算として総額が下がったことによって、

拠出額の不用額が生じたということにな

っております。 

 それに対しまして、共同事業交付金です

ね、こちらにつきましては、共同事業の拠

出金から見て、交付金のほうを見込みにい

きます。ですので、もともとの予算に対し

て、摂津市の返戻割合ですね、１００出し

てどれぐらい返ってくるか、それを見込ん

で交付金の予算を算定させていただいて

おります。ですので、拠出が減った分、交

付も事業規模が小さくなっておりますの

で、交付金も少なくなったという形になっ

ております。実質でいいますと、プラスマ

イナスで先ほど申しました約２，０００万

円ほどですかね。交付のほうが上回ったと。

ここにつきましては、平成２５年度でいい

ますと、逆に拠出が多くて赤字の要因等に

もなっておりますので、なかなか見込みづ

らいところではございます。 

 続きまして、歳出、給付費ですね。こち

らの予算を少し多く見積もったのではな

いかというご指摘でございます。予算につ

きまして、前年度は確かに２億５，９００

万円の不用額が出ております。この確定に

つきましては、平成２６年度予算を組む時

点ではまだ平成２５年度の決算が出てお

りませんので、平成２４年度をもとに平成

２６年度は予算を計上させていただいて
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ます。ただ、ここについてご説明をさせて

いただきたい部分でいいますと、給付費は、

一般被保険者分と退職被保険者分という

ものがございます。一般被保険者について

が保険料算定に影響してきます。退職被保

険者分につきましては、これは全て退職の

社会保険診療報酬支払基金ですね、そちら

のほうから賄われますので、現実的にここ

の不用額を見るに当たっては一般被保険

者がどうであったかという部分で私ども

判断しております。平成２６年度ですね。

執行率で見ますと、一般の給付費、９８．

９２％になっております。給付費が余らな

かったというか、ほぼそのとおりになって

おります。逆に退職の給付費がこちらは７

２．５３％、１億５，０００万円ほど余っ

た形になっております。この退職の不用額

につきましては、基本的には療養給付費交

付金、歳入のほうですね。こちらの逆に減

るだけの形になりますので、この不用額が

なかったら保険料がもう少し下げられた

ということにはなってきません。 

 退職の被保険者につきましては、団塊の

世代の方がどんどん６５歳に到達されて

おられます。退職の資格が６５歳になられ

ると、もう一般の被保険者に変わられます

ので、そういった部分で退職のほうについ

ては見込んだよりも不用額が多かったと

いうことになっております。 

○上村高義委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５１分 休憩） 

（午後 ０時５６分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、質問をさせて

いただきます。 

 先ほどご説明をいろいろ受けたんです

けれども、やはりわかりにくいと思います。

なるべくわかるようにと思って表をつく

ってきたんですけれど、役に立っていない

ようです。 

 療養給付費の部分とか、いろいろご説明

あったんですけれども、保険料のところで、

退職者の被保険者に係る分とかっていう

のは、保険料の中にあんまり関係ないんだ

というお話もありました。しかし、この９，

０００万円の値上げを平成２６年度にし

ないといけないというお話があったとき

には、平成２５年度と平成２６年度、歳入

で療養給付費の交付金が非常に落ち込む

んだと、これが大変だということで値上げ

しないといけないというご説明もあった

と思うんです。だけど結局、交付金は確か

に落ち込んでいるけれども、ほかのところ

で十分見合うだけのものがあったし、退職

者の給付もそんなにたくさんの金額には

なっていなかったと。全体的には、療養給

付費の交付金が下がったからといって、摂

津市の財政が赤字になるかというと、そう

ではなかったということが、もう結果とし

て出てきているわけです。 

 それは、いろいろ努力部分というのもあ

ったし、摂津市が計算できなかった数字と

いうのもあったのかもしれませんけれど

も、現実として、３億円の黒字が出ていて、

１億円もらい過ぎているから来年返さな

あかんというような話で、もう先の話を既

にしているとは思うんですけれど、２年単

位ぐらいで、返還金とかいろいろあって、

そのときは単年度で黒字になったり、赤字

になったり、そういうことはあると思うん

です。この間、そうやりながら、４億円ぐ

らいの累積赤字はずっと継続して、大きく

減らすこともないけれども、ふえることも

ないということをしながら来ておられた

と思うんです。７億円あった累積赤字を４
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億円に減らしてからは、ずっとその状態で

来たわけです。それなのに、ここに来て、

その４億円の累積赤字が３億円も一挙に

減った。平成２７年度を締めたときに、ま

た３億円の赤字が出るんだったら、これは

まだわかります。だけど、恐らくそうはな

らないでしょう。どんどんと累積赤字が減

っていく。片や、摂津市の国保加入者の

方々は、保険料の値上げで大変苦しんでい

く。これは、どう考えても非常に矛盾があ

る内容だと思います。 

 先ほど、いろいろご説明がありましたけ

れども、国のお金、府のお金、これはふえ

て当然だったと思います。なぜかといえば、

法定軽減を広げるということをやったわ

けですから、そこの財政措置が入っている

んですから、その部分をふえるということ

で見込んでいなかったということは、やっ

ぱりおかしな話だと思うんです。 

 それが、結果的にどういうことになって

いるかというと、国がせっかく法定軽減を

広げて、今まで所得２００万円の４０歳代

夫婦と子ども２人、モデルケースとよく言

われます。この４人世帯、ここの方々が、

今までは法定軽減の中に入ってこなかっ

たんですが、平成２６年度からは、国の財

政措置によって、府も、市も、もちろん持

ち出しはありますけれど、新たにここが法

定軽減にかかる世帯に広がったわけです。

反対討論でも申しましたけれども、豊中市

では４万１，８１４円、池田市は８，８８

９円、それから箕面市７万８，０１６円、

高槻市１万４，７９０円、茨木市３万８，

６７０円、吹田市２万６，７３０円の値下

げなんです。大阪社会保障推進協議会の資

料からなんですけれども。大阪府下で見て

も、平均約２万円、この世帯は値下げにな

っております。ところが何と、摂津市は、

法定軽減はもちろん広がったんだけれど

も、この９，０００万円の値上げをしたこ

とによって、新たに軽減がかかったんだけ

れども９，９４９円値上げになっているん

です。ましてや、法定軽減がかからない所

得２５０万円、４０歳代夫婦と子ども２人

の４人世帯ということになると、何と６万

２，２１３円も大幅値上げになってしまっ

たわけです。さらに、この平成２７年度も、

また摂津市は値上げをしていますね。途中

で補正も組んで、値上げ幅は抑えられたと

は思いますけれども。 

 大阪府下に、この法定軽減によって大き

く値下げになっているそういう世帯がた

くさんあるという中で、摂津市で値下げに

なったところは本当にわずかです。しかも、

値下げ幅も小さいです。市は３億円の黒字

を出している。これはどう考えても、やは

り摂津市が累積赤字を解消するために値

上げをして、市民にその負担をかぶせたと

しか言いようがないと私は思います。 

 細かい費目に入っていくと、またすごく

ややこしくなるので、もうそこは入りませ

んけれども、退職者医療とか、いろいろ事

業の変更とかもありますけれども、でも、

それに対しての手当は、前期高齢者の分で

あるとか、それなりに考えてつじつまが合

うように行われてると思うんです。 

 今、国としては、都道府県化に向けてと

いうこともありますけれども、財政基盤も

しっかり安定させるようにということで、

新たな財源も国保に導入するということ

になっています。そういうことが、保険料

の軽減に役に立っていない摂津市のあり

方は、やはりおかしいと思うんです。ぜひ、

そこについて、保険料値上げは必要なかっ

たんだということをもう一度、きちっとそ

う認識をしておられるのか、今後とも、も
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う保険料は値上げをせずに頑張れるかと

いうことをご答弁いただきたいと思いま

す。 

○上村高義委員長 堤保健福祉部長。 

○堤保健福祉部長 それでは、増永委員の

ご質問にお答え申し上げます。 

 平成２６年度、赤字が３億円解消できた

ということに関しまして、それが値上げを

せずにできたのではないかというお問い

でございますけれども、私が国保財政を預

かるようになりましたのは平成２１年度

ですけれども、２１年度から一貫しており

ますのは、累積赤字を消すための値上げは

しないということでございます。２６年度、

累積赤字を大きく解消することができま

したのは、これまで申し上げてます保険者

努力が非常に大きいんですけれども、この

保険者努力が大きなウエートを占めてき

ているわけなんです。 

 ２５年度に比べて２６年度を下げた市

がたくさんあるというお問いもございま

したけれども、２５年度、本市の国保の料

率につきましては、ほぼ府下最低、最も安

い部類であったと認識をしております。そ

れはなぜかといいますと、平成２０年度に

後期高齢者医療制度ができましたときに

料率を設定しました。７億８，５００万円

の赤字ができました。それ以来、全く値上

げをせずに今まで頑張ってきたと。その中

で、平成２５年度は値上げをしなかったた

めに、大阪府下で最も安い料率になってい

たと認識をしております。 

 これまで、私が申し上げました保険者努

力によって累積赤字を解消するというこ

とを申し上げてきましたけれども、結局、

保険者努力で生まれた収入が、実際には保

険料据え置きに当たっていたということ

でございます。ですから、摂津市が保険料

の引き下げに努力しなかったということ

はなくて、平成２５年度まで、保険者努力

の分も全部つぎ込んで、保険料を抑制して

いたということでございます。 

 ただ、先ほどから申しておりますように、

保険料に転嫁せずに、累積赤字を消してい

こうとすれば、それは保険者努力分でもっ

てするしかないわけでございますので、２

６年度につきましては保険者努力分は、も

し２６年度に特別調整交付金をもらえれ

ば、それは赤字解消に充てさせていただく

という予算を組ませていただいて、結果的

に、国の特別調整交付金以外に、府の特別

調整交付金はあるわけですけれども、そち

らも非常に高得点をいただいて、思ったよ

りも収入が伸びたということでございま

す。保険者努力分でということでやってお

りましたけれども、実際には、それは全部、

据え置きのために使わせていただいてい

て、本来の赤字解消努力につながっていな

かったという部分がございます。今年度、

こういう形でさせていただいて、私たちの

当初予想していた以上の効果があったと

思っています。 

 といいますのは、保険料を改定しない市

町村に対してはペナルティーがございま

して、保険者努力を頑張ってやっても、保

険料を改定しないために、下げられていま

して、例えば、国の特別調整交付金でも、

ほとんどすれすれの位置でいただいてい

たと。２６年度は保険料の改定をしたので、

かなりの上位のところでいただいている

というような状況がございます。そういっ

たことで、逆に、私どもが改めて気がつい

たのは、保険料の改定をすることによって、

特別調整交付金が上がるということでご

ざいます。であれば、大きな意味で、それ

によって赤字が解消できれば、市民の方か
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らいただいている法定外繰入も、減らせる

わけでございますから、そういった努力も

していかなければいけないと思っており

ます。 

 保険料の改定につきましては、収支均衡

のために保険料率を組ませていただいて

いるわけでございます。決して累積赤字を

解消するために組んでいるわけではござ

いませんので、よろしくお願いを申し上げ

ます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 済みません。累積赤字を、

値上げをせずに解消できたんじゃないか

ということを聞いているわけではありま

せん。値上げをしなくても、単年度の赤字

にならなかったのではないかと聞いてい

るんです。それはそうだと思います。累積

赤字をなくしていく方向でということを

前々からおっしゃっておりましたけれど

も、累積赤字というのは、決してどこかに

借金をしてお金を返せていないとかそう

いうことでもなければ、７億円あったとき

も、４億円になったときも、それによって

摂津市が大きく財政的に何か問題があっ

たということではなく、自転車操業といい

ますか、運転資金のようなもので回してき

ていた部分ですから、何が何でもこれを解

消しなくてはいけないということにはな

らないと思います。一般会計の繰り入れに

しても、それがために摂津市が非常に大き

な財政的な破綻を来すようなことが起き

ているかというと、決してそうではなくて、

一般会計の繰り入れをやることで、この国

保のお金を、保険料を安く抑えるというこ

と。今まで努力していただいているのは、

十分私はわかっております。摂津市が大阪

府下でもかなり安い保険料だったと、一番

下だというのも何度も聞いておりますの

で、それは理解をしておりますけれども、

だからこそ、その姿勢をずっと貫いて頑張

ってほしいということを私たちは言って

きたわけです。 

 結局、一番しんどいところにしわ寄せが

行くような、国保料を上げるということは

そういうことなんです。もちろん、単身者

の方とかで、この法定軽減がかかって、下

がった方ももちろんいらっしゃいますけ

れども、先ほど言ったように、所得が２０

０万で４０歳以上、子ども２人、こういう

ご家庭というのは、やはりしんどいご家庭

なんです。決して裕福ではないわけです。

ここの保険料を引き上げていくというこ

と、国ですら法定軽減をかけて下げようと

しているときに、それを引き上げてしまう

というのは、私はやってはいけないことだ

ったと思います。 

 確かに、国が誘導策で、国保料を上げれ

ば、ご褒美として交付金がふえるというこ

とはあるのかもしれません。けれども、そ

ちらの道を選ぶのか、やはり市民の健康を

守るためにある国民健康保険ですから、皆

保険制度の下支えとしてあるわけですか

ら、一番しんどいところにしわ寄せが行か

ないように、子育て世代にしわ寄せが行か

ないように、やはり保険料は上げないとい

う姿勢を、今までとっていただいていたそ

の姿勢をもう一回取り戻してほしいとい

うことをお願いしているわけです。 

 これでお答えを聞いても、きっとまた平

行線になると思いますので、もうこれは要

望としておきますけれども、今後とも、国

民健康保険料の値上げをされないことを

強く求めて終わります。 

○上村高義委員長 増永委員の質問は終

わりました。 

 村上委員。 
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○村上英明委員 それでは、大きく３点お

尋ねしたいと思います。 

 先ほど、増永委員がいろいろと資料をつ

くっていただきまして、こういう形で時系

列に並べれば、見やすいと思ったところも

あるんですが、その中で、総論的にいえば、

歳入面、歳出面にしても、当初予算と決算

との乖離がほぼないということで、中身は

多少ありますけれども、総論的には、ほぼ

予算どおりにいったということで、その辺

は、一定の評価ができるのかと思います。 

 そういう中で、先ほどからも議論があり

ましたけれども、この事業者の努力分とか、

いろいろとありますし、これまでもずっと

繰り上げ充用といいますか、そういう面で

は４億、５億という形で来てましたので、

それが今回、少し減ったということもあり

ますけれども、これを解消しようとすれば、

やはり保険料を上げるというのも一つか

もしれないし、また一般会計からの法定外

繰入ということでいけば、解消できるのか

と思うんで、国保財政からすれば、一般会

計から少しでも欲しいとは思うんですが、

一般会計側からすれば、そういう繰り出し

は待ってよということで、やりとりがいろ

いろとあるかとは思うんで、この特別会計

というのは、歳出が一番主な基本ベースに

置いておいて、そこからどれだけ収入があ

るかということになってくるのかと思い

ますので、一般会計と調整をしていってい

ただきながら、今後の広域化ということも

目の前にもありますので、その辺も踏まえ

て、取り組んでいっていただきたいと思い

ます。 

 その中で３点なんですが、１点目は、２

４ページでの委託料ですが、レセプト点検

委託料が、決算で２９０万円ほどあるかと

思います。この金額は、昨年度の決算から

見れば、約倍ぐらいになっているのかと思

いますし、この平成２６年の当初予算から

すれば、どうかと思いますので、その内容

についてお尋ねをしたいと思います。 

 それから、２点目が、同じ２４ページの

徴収費のところで、国民健康保険料等収納

推進員賃金ということがあるかと思いま

す。これも、この徴収をされる方、確か私

の記憶では、平成２６年度の途中から３名

から２名になったと思います。いろいろと

業務のやり方を変えるとかいうことでさ

れてこられたのかとは思うんですが、この

３名から２名になったことによって、いい

ことも悪いこともあったかと思うんで、そ

の辺を報告願えたらと思います。 

 ３点目ですが、３２ページのところ、後

発医薬品普及促進委託料というのがあり

ます。これも、決算から見れば、ほぼ予算

どおりいったのかとは思いますが、昨年度

の決算からすれば、少しふえていると思い

ますので、この辺が後発医薬品の普及につ

いて、いろいろと郵便で送っていただいた

りとかしているとお聞きをしているんで

すが、これは、医療費等少しでも削減にな

るようにということだと思うんですが、数

字でも、もし出てくれば、こういう効果が

あったとかいうことがあれば、教えていた

だければとは思います。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、村上委員

の３点のご質問にお答えさせていただき

ます。 

 まず、レセプト点検の委託料に関してで

ございます。 

 レセプト点検につきましては、ご承知の

とおり、医療機関等からの診療報酬につき

まして、ルールに基づき、適正に請求され

ているか、数か月単位で縦覧的な点検を行
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いまして、疑義が発生したものについて再

審査の申し出をさせていただくものでご

ざいます。 

 ２６年度、増額の要因でございますが、

新たに医科のレセプト及び柔整の申請書

に係る資格点検、資格確認処理というもの

がございます。これを新たに委託を行った

ということになっております。委託項目を

ふやしたということで増額となっており

ます。 

 続きまして、収納推進員についての状況

です。業務の内容としましては、これまで

集金人としていろいろと外に回っていた

だいていたんですけれども、２６年度から

は、主に内部の事務、職員とペアになりな

がら滞納処理の補助を行ったり、また夜間

の電話窓口、そういった部分で納付いただ

いていない方に接触を図るというような、

こういった業務を主にやっていただいて

おります。 

 続きまして、後発医薬品の状況、効果で

ございます。ジェネリックの効果につきま

しては、２６年度は年３回通知させていた

だいてます。昨年、２５年度までは２回で

して、１回ふやさせていただいております。

お送りさせていただいている対象としま

しては、ジェネリック医薬品に切りかえる

ことによって、１００円以上効果が発生す

る人につきまして送付させていただいて

まして、送付件数で申しますと６，６２３

件にお送りしております。 

 普及率で申しますと、２６年度末時点で

約３７．６％の普及となっております。年

間５％ずつぐらいふえてきている状況で

ございます。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 ご答弁ありがとうござ

います。 

 初めのレセプト点検の件です。この委託

業務がふえたということでの昨年からの

増だとお聞きしておりますけれども、医療

費の適正化ということで、いろいろと今、

新聞等でも載っているようなこともござ

いますので、しっかりとやっていく部分だ

とは思うんですが。 

 その中で、この関連として、３０ページ

のところで、このレセプト点検の事務嘱託

員の賃金が計上されているんですが、この

方の業務と委託の業務との関連というか、

相違というのですか、その辺でご答弁をお

願いしたいと思います。 

 徴収員の件です。現場で走っていただい

ていると思うので、この社会状況の中で、

行かれる時間帯がさまざまであると思う

んですが、これもしっかりと取り組んでい

っていただければと思います。要望として

おきます。 

 最後の後発医薬品の件、１００円以上の

差のある方に対して、郵送で送っていると

いうことでありますので、郵送も一定のお

金がかかるということもあります。この方

がされたからといって、総論からいけば、

そのまま１００円が下がるということは

なくて、この郵送料とか、事務手数料とか

の差額分があるんだとは思うんですが。こ

れが、もう１００円とかいうことではなく

て、ほかにも１，０００円とか、高額な方

もおられるかもしれませんので、そういう

意味では、しっかりとやり続けていくこと

が、大事だろうと思うんです。平成２４年

から、国保連合会の委託をされるというこ

とだったと思うんですが、しっかりと後発

薬品を推奨していくということが、私個人

はいいことだと思いますし、それが医療費

を下げるということになってきますし、ひ

いては、毎年、市民の皆様からいただく保
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険料にも関係してくると思いますので、保

険料の値上げを抑制するという間接的な

ものにもなるのかと思いますので、しっか

りと取り組んでいっていただければと思

います。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、２回目の

質問です。レセプト点検とレセプト点検嘱

託員との関係性というご質問でございま

す。 

 レセプト点検の委託料につきましては、

医療機関からの請求が国保連合会に行き

ますので、それを連合会のほうで中身を審

査していただいております。 

 そのような中、市役所で勤務していただ

いている嘱託員の役割でございますが、審

査が終わった後、レセプトというのが市役

所に、電子化になっておりますが、到着し

てまいります。その後、第三者行為ですと

か、そういった部分で対象となるレセプト

を抜き出して、連合会へ求償していただい

たり、レセプトの資格の過誤の返戻となる

ようなもの、そういったものに対して抜き

出して、返戻を連合会のほうにしていただ

いたり、医療機関に対して、国保に請求い

ただいていますけれども実は社保に請求

していただくような方、こういった部分に

ついて医療機関とも調整、そういったもの

をしていただいております。中身としては、

違った部分を担っていただいているとい

うことになっております。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 このレセプト点検も大

切なことだと思うんですが、連合会で１回

点検をして、それがまた電子化で返ってき

て、それを再度また抽出してということで、

再チェックみたいな形になっているのか

と思うんですが、こういう業務をどこか一

括してやっていくほうがいいんじゃない

のかと思うんです。委託料も２９０万円ほ

ど、賃金も２３０万円ほどかかってきてい

るということもありますので、そういう意

味では、どこかで、１か所で集中して、電

子化がかなり進んでいるということもあ

りますので、そういう技術をしっかりと活

用して、二重、三重のチェックは必要かも

わかりませんけれども、それがどこか一つ

で、しっかりとやっていくということが大

切なことと思うんで、その点はまた今後も、

他市のこともありますし、検討していって

いただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 それでは、歳出の決算概要

の２０４ページに、保健施設事業というの

があって、そこに若年者健診委託料という

のがあります。予算現額で２３３万円で、

決算額が１５４万１５２円ということで、

残額が７８万９，８４８円でありますけれ

ども、この若年者健診委託の中身と、執行

が約３分の２ということで、３分の１ほど

の残額になっておりますけれども、なぜで

あるかということを教えていただきたい

と思います。 

 先ほど、増永委員から資料をいただいて、

保険給付費の増が、まさしく国保財政と比

例している状況になっておりまして、摂津

市の国保の平成２６年度事業実績の中で、

診療費、一般・退職ということになってま

すけれども、見てみますと、平成２２年度

から２６年度まで書かれており、区分とし

て入院、入院外、歯科とあって、やはり入

院も、入院外も、歯科も件数はふえていま

すけれども、１件当たり、１人当たりの費

用、歯科では、平成２２年度では１件当た

りの費用が１万５，７３２円、平成２６年
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度は１万４，７５９円ということで、１件

当たりの費用額は下がっています。１人当

たりの費用額というのも平成２２年度が

２万４，７６８円で、平成２６年度が２万

５，８３１円と、８００円程度の増という

ことであります。入院外ですけれども、１

件当たりの費用が、平成２２年度が１万４，

１３６円、平成２６年度が１万４，７７０

円ですから、約６００円ですか、１人当た

りの費用が１０万４，９４７円から１１万

７，７７９円ということで、これは１万３，

０００円ほど増になっていまして、しかし

ながら、この入院のところを見ますと、平

成２２年度が、１件当たりが５３万５，６

３３円で、平成２６年度が６０万３，７２

５円と、１件当たり約７万円の費用が増に

なっています。１人当たりの金額も、２２

年が１１万８５０円から、２６年は１３万

７，６２０円ですから、２万７，０００円

ほど増となってまして、高齢者時代ですか

ら、件数がふえていくのはよく理解をしま

す。しかしながら、この歯科、入院外とい

うのは、ほぼ横ばいですけれども、入院の

金額というのが、１件当たりの費用と１人

当たりの費用が、かなり増となっています

けれども、その点、担当としてはどのよう

に増の要因を考えておられるのか、説明を

いただきたいと思います。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 それでは、森西委員

のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、１点目、若年者健診委託料につい

てでございます。 

 内容につきましては、４０歳未満の方、

４０歳以上の方につきましては特定健診

の対象となりますので、４０歳未満の方に

早期の健診、早期に健診を受けていただい

て、生活習慣病予防をしていただこうとい

うものでございます。 

 実績としまして、２６年度は１９５名受

診されております。ご案内については、３

０歳以上の方に、はがきのご案内をさせて

いただいておるんでございますが、実際、

２５年と比較しますと、２５年度３３０名

受けていただいておりまして、約１３０名

ほど減少となっておる状況でございます。

こちらの原因については、分析はいたして

おりませんが、勧奨のあり方等を見直しし

ながら、若年者健診も受けていただくよう

に、今後働きかけをしていきたいと考えて

おります。 

 続きまして、給付費の増の部分でござい

ます。委員、おっしゃるように、入院につ

きましては、非常に伸びが大きい状況でご

ざいます。これにつきましても、２６年度

からＫＤＢシステムというものを導入い

たしまして、今現時点で、データヘルス計

画、２７年度策定に今とりかかっておると

ころでございます。 

 そのような中で見ておりましても、摂津

市の特徴、同規模保険者と比較して摂津市

がどういう状況なのかといった部分が、Ｋ

ＤＢシステムの中で見られたりします。見

ておりますと、摂津市に関して、やはり他

の同規模保険者と比べたら、入院費用の割

合が高いという結果が出ております。この

辺につきましては、もう少し細かな分析も

必要であるとは思うんですが、大きな特徴

としましても、慢性腎不全の割合が高いと。

慢性腎不全に関しましては、医療費が１件

当たり高くかかります。そういった部分が

ふえておるというところです。こういった

部分が影響しているのではないかと。 

 今年度におきましては、そういったとこ

ろに着目しまして、重症化予防ということ

で、新たに保健指導を今後していく予定と
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なっておりますので、データヘルス計画に

基づいて、こういった部分を細かに分析し

て取り組んでいきたいと考えております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 若年者の健診については

ご説明いただいて、人数が減ったというこ

とでありますけれども、これから国立循環

器病研究センターも来ますけれども、予防

という観点で、摂津市も一緒に取り組んで

いこうということでありますから、やはり

健診も年齢の若いときから受けるような、

そういう習慣を身につけていくというこ

とが、健康につながっていくのではないか

とは思いますので、そういう観点から言い

ますと、若年の方にも健診を多く受けてい

ただいて、日ごろから自分の体に気をつけ

るという習慣をつけていただくような施

策をぜひともとっていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それと、入院分の増に関してご説明いた

だきましたけれども、慢性腎不全の方が多

くおられるということですが、それは医療

機関にかかりやすい地域であるというこ

とであるのか、北摂であれば、そう変化は

ないと思うんですけれども、北摂で同じよ

うな状況になっているのか、大阪府で見て

そうなのか、全国的に見てのご答弁なのか、

その辺を教えていただけたらと思います。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 慢性腎不全に関し

ましては、かなり医療費が高いということ

で、生活習慣病予防というところで特定健

診がございますが、これは、もう最終的に

慢性腎不全に至らないように行っておる

ものでございます。摂津市が特別多いのか

といいますと、これは大阪府、国において

多い状況ではございます。ただ、先ほども

申しましたように、同規模の保険者で見た

ときに、摂津市は多いほうになっておると

いうのが、今回、ＫＤＢシステムの中で出

てきておりますので、課題としては、捉え

る疾病としては、全国同じ課題の疾病では

ございますが、中でも、摂津市は少し割合

が多いというところで、今後ふえないよう

保健指導を充実させていくことが課題と

考えております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 安田課長からご答弁いた

だいたんですけれども、やはり、まず一人

一人の多額な入院医療を抑制していくと

のが、大事だろうと思いますので、それが

保険給付の抑制につながっていくという

ことになろうかと思います。なかなか年齢

が高齢化していくと、対象者というか、病

院にかかられる方というのは、自然に、比

例的にはふえていくとは思いますので、そ

の点は、極力病院にかからないようにする

施策として考えていかなければならない

でしょうけれども、その点はなかなか難し

いところだと思いますので、１件当たり、

１人当たりの入院費用を抑制するように、

ぜひとも対策、対応をとっていただきます

ように、よろしくお願いしたいと思います。 

○上村高義委員長 森西委員の質問が終

わりました。 

 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 それでは、以上で質疑

を終わります。 

引き続き、認定第８号の審査を行います。 

 本件につきましては、補足説明を省略し、

質疑に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 後期高齢者医療特別会

計の質問をさせていただきます。 

 この後期高齢者の医療制度に、今どれぐ



- 34 - 

 

らいの方がいらっしゃるのか、そして、こ

の方々、年金が少なくなっている中で、保

険料の滞納も出てきているかと思うんで

すけれども、資格証の発行であるとか、そ

れから短期証の発行、また滞納処分として、

財産調査や差し押さえ、換価などを行って

おられるのか、それをまずお聞かせいただ

きたいと思います。 

 それから、保険料の軽減措置が行われて

いると思うんですけれども、それも具体的

な中身と、どれぐらいの方が受けておられ

るのか、それも教えていただきたいと思い

ます。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 まず、１点目のご質

問の被保険者の人数でございます。 

 被保険者の方につきましては、７，９６

１名となっております。 

 続いて、資格証、短期証、財産調査の件

数でございます。 

 資格証につきましては発行いたしてお

りませんので、ゼロ件となっております。

短期証の交付件数でございますが、件数と

しましては１７件、年度末現在で発行して

おります。財産調査、差し押さえの件数で、

滞納処分の件数でございますが、２６年度

１件、差し押さえを執行させていただいて

おります。 

 続いて、軽減措置の内容でございます。 

 軽減につきましては、まず、７割、５割、

２割の法定軽減の件数でご説明させてい

ただきます。 

 こちら１０月２０日、基盤安定というこ

とで、ちょうど国の補助金の算定の対象と

なる日付の人数でございますが、７割軽減

の方が３，２７３人、５割軽減の方が５４

４人、２割軽減の方が５９３人、５割軽減

の中でも旧の被扶養者であった方ですね、

社保の扶養であった方、こちらにつきまし

ては２５２人、合計で４，６６２人が軽減

の対象となっております。 

 後期高齢につきましても軽減の拡充と

いうことで５割と２割の拡充がございま

したので、昨年度で言いますと３，９９０

人であったのが４，６６２人になっておら

れますので、軽減対象者は増加いたしてお

ります。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 特例軽減の部分も教え

ていただきたいと思うんですけど、よろし

くお願いします。 

○上村高義委員長 安田課長。 

○安田国保年金課長 特例軽減の方の人

数でございます。平成２６年度、９割軽減

の方になりますが１，７１５人になってお

ります。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 後期高齢者の医療制度

ですけれども、医療費も上がっております

し、保険料もだんだんと上がってきてると

思います。年金はますます目減りをして、

本当に高齢者の方々は大変だと。先ほども

森西委員が重症化にならないように、入院

で大きなお金がかからないように、件数は

ふえながらでも軽い段階で早く見つけて、

早く治療してということだと思うんです

けど、私も本当にそのとおりだと思うんで

すが、やっぱり自分の医療費を捻出できな

い高齢者の方々、いろいろ症状は出てるん

だけども病院に行かずに我慢してるとい

う方々、結局は救急車で搬送されるまで我

慢してしまわれるというのも私の周りで

も見聞きをいたします。保険料を払うがた

めに生活費が少なくなって医療費が捻出

できない、これはもう本末転倒だと思いま

すので、後期高齢者の保険料というのは摂
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津市が決めてるわけではないと思うんで

すけれども、ぜひそこが上がらないように

ということで声を上げていただきたいと

思いますし、滞納が発生することについて

もやはりその方だけの責任ではない、一生

懸命働こうと思っても後期高齢者ですの

で、収入をふやすというわけにもいかない

わけですから、できるだけ倹約をしながら

頑張ってると思うんですけれども、その滞

納者に対してひどいやり方をするという

のは間違ってると思います。 

 短期証を発行されてるということです

けども、その短期証の期限が切れる前にや

はりお手元にちゃんと保険証を送ってい

ただきたいと思いますし、資格証はそもそ

も資格証の制度ができたときから７５歳

以上というのは摂津市の場合、外されてた

と思うんです。ここは発行しないようにし

ていただきたいと。今、それを頑張ってく

ださってるということで引き続きお願い

します。 

 差し押さえの１件、これはどういう事情

なのかわかりませんけど、１件ですので個

人情報の問題があるのかもしれませんが、

ひどい形になっていないとは思っており

ますので、ぜひこれについても差し押さえ

が広がるようなことのないようにお願い

したいと思います。 

 今、法定軽減が広がったということです

けれども、この特例軽減を廃止していくと

いうことが政府で行われるということを

聞いています。ある方は金額が３倍ぐらい、

年金額が４万９，５００円ぐらいの方です

と今の年額４，２４０円が１万２，７２０

円。また、先ほど扶養の方ということもあ

りましたけれども、息子の扶養で６万４，

４００円の方が、５，６５０円の金額が５

万６，５００円まで１０倍に上がるという

ようなケースもあり得るという試算も出

ています。摂津市の場合、本当にそういう

状態になる方が一体どれぐらいあるのか

これからきちっと把握もしていただいて、

ぜひそういう方々に対しての施策という

のですか、本来ならば摂津市で軽減措置が

とれれば一番いいとは思うんですけど、な

かなかそれは難しいかもしれませんが、ぜ

ひそこのご家庭の事情に寄り添って対応

していただきたいと思いますので、これは

要望としておきます。 

○上村高義委員長 ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後１時４８分 休憩） 

（午後１時５１分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 認定第７号の審査を行います。 

 本件について補足説明を省略し、質疑に

入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 介護保険特別会計の質

問をさせていただきます。 

 歳出で介護サービスと介護予防サービ

スの両方で住宅改修があると思うんです

けれども、介護サービスでは少なくて介護

予防サービスでは多いんですけれどもこ

の住宅改修はどんなふうに今なっている

のかということを教えてください。かがや

きプランでの予想額と比べるとこれもか

なり少ないと思いますので、住宅改修につ

いて教えてください。 

 それと地域密着型サービスですね、第５

期のかがやきプランと比べてどうなのか、

それぞれの事業ごとに教えてください。 

 いろいろと第５期のかがやきプランの



- 36 - 

 

中でも、この地域密着型サービスについて、

今までも議論をしてきたと思うんですが、

第６期のかがやきプランはこれがどのよ

うになっていくのか、見通しがわかれば教

えていただきたいと思います。 

 それから基金ですけれども、基金が非常

に大きく積み上がってると思います。この

平成２６年度末ですね、第５期の最後の金

額が幾らに積み上がってるのか。それから、

それが今後どうなっていくのか教えてい

ただきたいと思います。 

 それから、介護予防サービス給付費、こ

れはふえてると思うんですけども、デイサ

ービス、ホームヘルプサービス、介護予防

で利用されてる方々がどれぐらいいらっ

しゃるのか、要支援の方々ですね、教えて

いただきたいと思います。 

 それから施設の入居者、これはどれぐら

いいてるのか。それから特養の待機者です

ね、これも教えてください。特養の待機者、

要介護３以上の方、１、２の方もいらっし

ゃると思うので、それぞれ分けて数を教え

ていただけたらと思います。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、増永委

員の質問にご答弁申し上げます。 

 まず住宅改修につきましては、介護保険

制度の中で介護の方１から５の方と要支

援１、２の方の住宅改修があるわけですけ

ども、実績としまして本年は３００件台に

乗りまして、当初より順調となっています

介護認定を受けられた方が在宅で生活す

る観点から手すり等の工事が中心、また敷

居を調整しまして段差の改修という形で、

在宅で快適というよりもスムーズな生活

ができるようにと、そういう改修が非常に

目立ってきております。 

 また要支援者の予算につきましては、要

支援者の枠はもとから小さくなって、要介

護の方がたくさん利用されるだろうとい

う想定でしておりますが、実際に最近の傾

向としましては認定を受けて在宅で長く

生活していただくという国の制度、私ども

の制度も含めてそういうスタンスですの

で、そういう方の申請がふえてきたという

形で要支援者の枠が不足しまして一部充

当して対応したという状況になっており

ます。 

 地域密着型のサービスにつきましては、

本市におきましては２４時間対応型のヘ

ルパーの派遣を行います定期巡回型、また

認知症の方が住まいをされるグループホ

ーム等、また認知症の方の通所のデイサー

ビス、それと小規模特養が地域密着型とし

て市町村指導のもとに活動してもらうと

いう形で地域密着型のサービスがござい

ます。 

 これにつきましても、昨今、業種といい

ましょうか種目がどんどんふえてきてお

りまして、今後も国の制度改正で市町村が

行っていく事業として、この地域密着型で

の事業所指定がどんどんふえてきますの

で、今後もこの項目については非常にふえ

ていく状況でございます。 

 施設の利用としましては延べ５，３７７

件、月平均で４４８件の利用となっていま

す。 

 またデイ、ヘルパー等の予防につきまし

ては４３名、介護の方につきまして１，７

６２名の方がこういうデイとかヘルパー

の利用をされてる状況でございます。 

 次に第６期の見通しというところにつ

きましてご答弁申し上げます。 

 第５期の３年間が終わりまして、第６期

の２７年度に入っております。特に平成２

４年度、２５年度、２６年度の第５期にお
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きましては、地域での介護という形に重点

が置かれまして、これに基づいて第５期で

は２６年度後半で取り組みを強化してま

いりました。次に２７年度、今ですけども

６期の中では特にこの地域の高齢者の見

守りという観点から予防事業も含めて精

力的に進めていきたいと思っております

ことから、こちらの給付が増加していくと

いう状況で考えております。 

 次に基金の話ですけども、介護保険制度

は、給付費の差分につきましては国、府の

基金等を精算して残りを基金に積んで、次

期計画で全額を繰り入れしまして、介護保

険料に充当して次期介護保険料を一定引

き下げするという使い方で活用しており

ます。 

 この２６年度の初めといいましょうか、

２７年の３月末の段階で１億６，３３２万

円の基金がございました。今回９月の補正

をさせていただきまして、２６年度の収支

の差分を国、府基金等、また一般会計にお

返しをして残り差分が１億３９５万円ほ

どの余剰金となりました。これを積み上げ

しまして、先の話になりますけども２７年

度末にはおおむね２億８，０００万円ぐら

いの基金の積み上げになるかと思います。 

 ただ、この２６年度におきましても余剰

金は出ておりますけども、平成２６年度当

初に７，０００万円ほどの基金を取り崩し

て特別会計に入れて、その収支も含めて差

分が１億３，０００万円ぐらいという金額

が出ておりますので、実質ふえた額と言わ

れますと１億３，０００万円が余剰金では

なくて当初繰り入れした分がありますの

で、その差分が増という形になっておりま

す。 

 また、この来年２８年３月の話になりま

すけども、見込み額の２億８，０００万円

の基金残高が多いのではないかというお

話かと思いますけども、まず基金につきま

しては介護保険制度が始まりました平成

１２年、１３年のときを見ますと、１３年

時点では給付額に対して基金残が約５％

台ありました。その後、一時期は基金がゼ

ロになるというときもございまして、今現

在で大体３％台を維持している状況です。

確かに金額的には億単位になっておりま

すけども、給付費が当初１３億から現在４

５億に膨れ上がってますので、分母自体が

大きくなっております。 

 そうしたことから、この２億８，０００

万円ほどの基金が積み上がったとしまし

ても、給付費に対しての割合はどれぐらい

かといいますと５％台という形で、当初の

１３年ごろの状況に何とか維持できてる

という状況ですので非常にたくさんの財

源があるというわけではございません。 

 また、本市の基金につきましては、平成

２４年の段階ですけども府下では３０番

目という状況で、以前から基金が非常に少

ない自治体となっておりまして、この金額

が積み上がったとしましても中ほどぐら

いへの上昇ではなかろうかと考えており

ます。また、この数字につきましては、新

たに決算が出た折には基金での府下にお

ける本市の数値をお示ししたいと考えて

おります。 

 次に、待機者につきましてご答弁申し上

げます。 

 介護保険制度が改正されまして、この２

７年４月からは要介護３以上の方が特養

の入所申し込みができるように改正され

ました。それまでは要介護１から、入れる

という制度でありまして、直近の状況によ

りますと待機者は、まず府の基準で言いま

すと、要介護３以上の介護が必要な方とい
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う形で計算しますと摂津市では８４名の

方が待機者となっております。また、特に

緊急性、必要性がある方ではうち５９名と

なっております。ただ、本市としましては、

長い間特養に申し込みをされてまして、い

きなり制度が変わったということで１、２

の方が待機されてて、急に３以上しか入れ

ないということがないように、私どもとし

ましては一定、要介護１、２の方でも申し

込みができるよう施設と協力して特例の

受付対応しております。そうしたことから

介護２の方が１２名、介護１の方が３名、

合計１５名の方の受け付けをしておりま

す。 

 また、入所の時点の入所判定委員会にお

きましては、その中で介護２の方が一定の

理由があるということで、例えば認知症の

症状をお持ちで家族介護ができないとか、

そういう要件を勘案した中、４人の方が本

市の特養に入っていただいております。 

 こういう取り組みをしながら、段階的に

徐々に要介護３以上の方が入れる施設と

いうスタンスで進めてまいりますが、特例

としてこういう取り組みも継続していく

状況です。 

 次に介護保険全体の中で、ヘルパーやデ

イの居宅サービスの利用者分としてどれ

ぐらいの方がおられるのかにつきまして

ご答弁申し上げます。 

 まず、予防の方につきましては延べです

けども２万６７８名、介護の方で５万７，

０６２名の利用となっております。月平均

でしますと予防の方が１，７２３名、介護

の方で月４，７５５名のご利用があるとい

う状況でございます。 

○上村高義委員長 増永委員。 

○増永和起委員 住宅改修ですが、やはり

おうちでしっかりと暮らしていけるため

に改修をされる方がふえているというこ

とで、これはしっかりと支援をしていって

いただきたいと思います。 

 地域密着型ですけども、いろいろとメニ

ューが第５期のかがやきプランでは上が

っていたけれども整備がなかなか進んで

なくて、最後の年度になってから進んだよ

うなところもあるとは思います。 

 その中で先ほどおっしゃってた２４時

間、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と

いうことですか、これが今どういう状況な

のか。前にお聞きしたときはスタートした

ばかりで利用者数も少なかったと思って

るんですけれども、これがどんなふうに展

開されているのか教えていただきたいと

思います。 

 それから基金の問題ですけど、今言った

ようなこともあってこの第５期では計画

は立てていたけれども、それについて施設

の整備であるとかそういうことがおくれ

て基金が予定よりも積み上がったんだと

いうご説明をしていただいたと思うんで

す。 

 第４期の最後に基金は８，０００万円ほ

ど積み上がってましたけども、市長もこの

８，０００万円全部取り崩して第５期の保

険料を安くするんだとおっしゃっていま

した。実際取り崩しはされたわけですけど、

取り崩しした以上の金額がまた基金のほ

うへ積み上がった結果、今おっしゃってい

ただいたように平成２６年度の末には約

１億６，０００万円ぐらいですか、第４期

の最後と比べると２倍に基金がふえたと

いうことになりますね。 

 確かに給付費はふえています。パーセン

トということでいえばそんなに大きくな

いというお話だったと思うんですけども、

これからも給付費はやっぱり人数も高齢
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者の方ふえるわけですから、ふえていくこ

とになると思うんですけれども、高齢者の

方からすると本当に介護保険料というの

は高いんです。しかも年金から天引きされ

てしまうので、有無を言わずとられてしま

って自分の生活費に使えるお金がすごく

少なくなるという状況が起きてきている

わけです。この介護保険料は、もう本当に

どんどんと、うなぎ登りに上がっていって

いますよね。これから先もますます上がる

であろうというような試算も出ておりま

す。 

 そういう中で、やはり介護保険の基金が

どんどんと積み上がるということについ

て非常に疑問が大きい。そんなに大きく残

さなければ回っていかないのかといえば、

第５期を見れば毎年積み上がった感じで

すよね。どこかで使ったということではな

くて、３年間かけてさらに積み上がったと

いうことになって、平成２７年の終わりに

は新しい第６期の最初ということもある

んでしょうけれども、それにしても大きな

金額がまた１億ぐらい積み上がるとお聞

きしてますので、本当に基金をため込むこ

とよりも高齢者の皆さんの介護保険料を

できるだけ安くするということをまずは

念頭に置いていただいて、また第６期が終

わるころに同じようなことをお話しせな

あかんようなことにならないようにしっ

かりと介護保険料引き下げのためにどう

するかということを考えていっていただ

きたいと思います。 

 デイサービスやホームヘルプサービス

ですが、これを利用されている要支援の方

もたくさんいらっしゃるということです。 

 これからこのデイサービス、ホームヘル

プサービスの要支援分が新総合事業に移

行ということになっていくと思うんです

けれども、これは利用者の方にとっても非

常に不安がありますけれども、事業所も非

常に不安に思ってるということを伺って

います。 

 介護報酬が引き下がったことで全国的

には介護事業所が閉鎖をしていったりと

か、撤退していくところがたくさんふえて

きてるということも、今までの介護市場始

まって以来の数やとも聞いています。 

 摂津市の事業所、どんな状況なのかぜひ

教えてください。新総合事業に移行するに

当たっての不安の声というようなものが

摂津市の事業所からはないのか、どうやっ

てそこに情報提供してるのか教えていた

だきたいと思います。 

 それから施設の入居ということもなか

なか厳しいと、特養は特に待機者がたくさ

んあるということで、しかも３以上でない

とあかんということを制度として始めて

おります。でも、摂津市はその中でも要介

護１、２の方に対しても門戸を閉ざすので

はなく、状況に応じて入所ができるように

考えていただいているということですの

で、これはこの先も要介護１、２であって

も必要な方はやはりいらっしゃると思う

んですね。ここはしっかりと門戸を閉ざす

ことなく対応していただきたいと、これは

要望としておきますのでよろしくお願い

します。 

 そういう施設がなかなか入れないとい

う中で、サービス付き高齢者住宅というよ

うなものも最近できております。摂津市は、

近隣市と比べて多いといことも聞いてお

りますので、どれぐらいあるのか、またそ

こで何人ぐらい入居してるのか、実態をつ

かんでおられるのかどうか、これもお聞き

したいと思います。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 
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○鈴木保健福祉部参事 それでは、１問目

の質問の定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の状況につきまして申し上げます。 

 これにつきましては平成２６年１２月

１日に、本市では初めて、２４時間何かあ

りましたら在宅のほうに走っていただく

なり連絡をとって、適宜必要なヘルパーの

派遣であったりとか看護師が訪問すると

いう手だてを講じていただく事業所の指

定を行い、２４時間ひかりケアセンターと

いう名称で老健ひかり内に設置をされま

して、順調に運営していただいております。 

 実績としましては、現在７名の方がご利

用されておられます。直接その方から聞き

取ったわけではないですけども、この２４

時間の定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の事務所につきましては市の指定になり

ますので、これは地域密着型といいまして

市の指定権限になりますので、その運営状

態、また運営委員会の参画もさせていただ

いておりますので、その情報をお聞きして

る中、利用者にとっては夜でも、極端に言

いますと夜中でも対応していただけると

いうことで非常に安心できるという事業

と評価をいただいております。ただ、実際

運営をしましたら、どちらかというと夜中

の緊急よりもやっぱり寝る前であったり

とか朝の対応の連絡が多いという状況を

聞いております。 

 次に、保険料の件につきましてご答弁申

し上げます。 

 介護保険制度は、市民の方が認定を受け

られて介護サービスを使われますと給付

費がふえます。その給付費の法定分を１号

被保険者、６５歳以上の方でご負担してい

ただくという根本的な制度がありますの

で、介護サービスをたくさん利用されれば

されるほど保険料は上がってしまうとい

う形のものでございます。 

 先ほど基金の話もありましたけども、保

険料をいただいて余剰といいましょうか、

給付から差分として残りました財源につ

きましては、基金に積み増ししまして、そ

れを次期計画のほうに全額おろしてきて、

給付費の財源に充てるという形で１号被

保険者の保険料の低減を進めております。 

 本市におきましては府下でいいますと

１２番目に安い介護保険料の自治体とい

うことで、今後におきましてもできるだけ

伸び率が上がらないようなことも含めま

して介護予防には取り組んでいきたいと

考えております。 

 次に事業所への周知の件ですけども、介

護保険制度が大きく変わりまして、要支援

者の方につきましては市町村のほうで予

防事業を構築していく流れになります。先

ほど申し上げられましたようにヘルパー

の派遣、また、デイサービスというものに

つきましては市町村の指定で要支援者に

対応していくということで大きく変わり

ます。事業者のほうも非常に先を心配して

おられますので、先般、通所部会の方一同

に説明会をさせていただきました。１０月

５日の月曜日の話かと思いますけども、事

業者からの思いであるとか今後の心配な

ところ等のお話もいただき、また書面でも

いただく中、市としましてはできるだけ専

門的なサービスは専門家によるサービス

が一番適正と考えておりますので、また一

方、地域での見守りを中心とした簡易なサ

ービスにつきましては、地域のご協力を得

ながら構築していきたいというスタンス

に立っております。 

 ですから、事業所につきましては予防の

事業の介護報酬も引き下げとなっている

現状も考えながら、独自で事業を組むにし
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ましても報酬等につきましては北摂の自

治体と連携しながら、特に摂津市だけが安

くて事業所が困ったりすることのないよ

う北摂で足並みをそろえながらしていき

たいという考えで、今後も北摂の自治体と

は連携していきたいと考えております。 

 次にサービス付き高齢者住宅の件です

けども、サービス付き高齢者住宅につきま

しては現在７施設２２５名の受け入れが

できる施設が構築されてます。 

 これにつきましては、本市におきまして

は非常に小さな町でありながら整備が進

んでるということもありまして、茨木市で

したら同時期では１０件、高槻市では９件

ということでほぼ肩を並べたような状況

でございます。ただ、サービス付き高齢者

住宅として高齢者の見守りを適正にして

いただければ非常にありがたいことなん

ですけども、やはり福祉から育ってきた方

が経営してるとは限りません。土地の運用

という概念から参入されてるところもあ

ります。 

 そうしたことから、より福祉的な観点を、

事業運営者に身につけていただくために

サービス付き高齢者住宅とは連携または

指導しながらよりよい介護をしていただ

くように努めているとこです。 

 ２６年度には１件、市内のサービス付き

高齢者住宅で私どもが訪問するといいま

しょうか、状況を確認していく事例が１件

ありました。 

 これにつきましては、介護サービスの提

供の仕方が入所者目線でないという形の

話でありましたので、現場を確認すること

で立ち入り的調査といいましょうか、現場

を見させてもらうという行動をさせてい

ただきました。 

 私どもに権限がありませんでしたので、

大阪府と連携しながら一緒に行動をして

おります。こういうことも行いながら、サ

ービス付き高齢者住宅につきましては、よ

りよいサービスを提供してもらう、特に施

設サービスというのは閉鎖的な部分があ

りますので、外部の方から見えないという

ところがあり、そういうところを私どもが

できるだけオープンにしていって、市民の

方が選んでいただけるようなサービス付

き高齢者住宅の資質に努めていきたいと

思っておりますので、これにつきましては

今後とも精力的に注視していく必要があ

る重要な課題と認識しております。 

○上村高義委員長 増永和委員。 

○増永和起委員 ２４時間見守りをして

いただける安心感があるというお話で、定

期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービ

スが始まってるということでした。 

 しかし、７名のご利用というのは摂津市

全体から見て非常に少ないのではないか

と思います。これは、施設に入らなくても

在宅でしっかりとした安心感やきちんと

したケアをしてもらえると。在宅で施設に

かわるものとしてといううたい文句で始

まってる制度だと思うんですけれども、そ

れが始まったにもかかわらず利用者は７

名ということでは、やはりなかなか施設の

かわりの受け皿として、ここがあるから大

丈夫ということにはならないのではない

かと思います。 

 先ほどの特養の待機者の問題なんかも

ありますし、サービス付き高齢者住宅がふ

えてはいるけれども、その中身については

いろいろと不安な部分もあるとお話を伺

いました。 

 今、摂津市では１件あったということで

すけれども、全国的にはこの高齢者のサー

ビス付き高齢者住宅ですね、問題がさまざ
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まあるということでニュースになったり

指摘もされたりしているところだと思い

ますので、本当にそこに入居しておられる

方々が安心して老後の生活を過ごせるよ

うなそういうサービスが提供できてるの

か、きちんとやっぱりそこは確認をぜひし

ていただきたいと思いますし、これがたく

さんできてるから摂津市の高齢者の生活

が一定大丈夫なんだということにはなら

ないと思いますので、やはりいろんな形で

施設の整備もぜひ行っていただきたいと

思います。 

 基金の問題ですね。やはり、ある程度の

基金がないと不安だというようなことな

のかとお話を聞いてて思うんですけれど

も、しかし、おっしゃってるように、プラ

ンを立ててその中で使っていって、そして

余った分が基金としてたまたま積み上が

ったんだということでしたらそれはそう

いうこともあるのかと思うんですけれど

も、基金先にありきで介護保険料が引き上

がるというのはこれはおかしな話だと思

うんです。これは、そうしようと思ってる

か思ってないかだけではなくて、実際にち

ゃんとその基金が最初に積み上がっても

後でしっかり使っていって、最終的にはそ

の基金を使い切ってその期が終わるとい

うのが正常な形だと思いますので、ぜひそ

うやっていただきたいですし、第７期を考

えるときには、そこをしっかり踏まえて介

護保険料が上がらないようにするという

ことをぜひ頑張ってほしいと思います。 

 事業所の問題ですね。大阪社会保障推進

協議会というところが大阪府下の事業所

を対象にアンケートをとってはるんです

けれども、回答事業所の利用者の約２割が

要支援１、２の方だということなんです。

この方々が新総合事業にデイサービスや

ホームヘルプサービスが移行した場合、事

業所は７０％の報酬が下がって経営困難

になるのではないかということを非常に

心配しておられて、そうなったらもう撤退

しかないという回答をされてる方もやは

り幾つかあると出ています。 

 今、お話では事業所がしっかりと運営が

やっていけるように利用者とも連携をと

って、専門的なサービスは報酬を引き下げ

ることなくきちんと新総合事業でも事業

所にお願いしていくということを課長は

考えていただいてるんだと思いますので、

ぜひその姿勢をしっかり崩さずに、事業所

がなくなるということは要支援の方々だ

けではなく、これから先々の高齢者の生活

の安定というところで受け皿がなくなっ

てしまうわけですから、本当に大変なこと

だと思いますので、しっかりと市のほうで、

そういう考え方で事業所とも連携をとり

ながらやっていただきたいと思います。 

○上村高義委員長 増永委員の質問は終

わりました。 

 ほかにございますか。 

 村上委員。 

○村上英明委員 この平成２６年度とい

うことで、この第５期の３か年の最終年度

でありまして、先ほど来も保険料等々の話

もございました。一般的に言えば、３か年

の初年度で黒字になって、２年目を同じぐ

らいにして、３年目がその１年目の黒字に

なった分を使っていくというような流れ

で、３か年で収支均衡というのが基本的な

ベースなのかと思ってるんですが、今回は

基金が積み上がったということでありま

して、それは３か年という一つのスパンの

中で、同じ保険料をいただくということで、

スパン的にはどうなのかなと。単年度でい

けば、そこそこ収支均衡になりつつあると
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いうか縮まっていくのかと思うのですが、

３か年でいきますので、多少なりのデコボ

コといいますか、あるのかと思っています。 

 たまたま、今回、黒字になったというこ

とでありますので、それを、次の第６期と

いうことで、この平成２７年度から始まっ

ていますけれども、そういう中でしっかり

と運用していくというか、使っていくとい

うか、使うことがいいのか、悪いのかとい

うところもあるのですが、しっかりと運用

していっていただければと思います。 

 私も、１点だけお尋ねしたいのですけれ

ども、介護を必要とする方には、先ほど、

施設なり、居宅なりということで、それな

りの対応をしていかなくてはいけないと

思うのですが、やはり、介護にならないと

いうのが、１番ポイントなのかと思ってい

ます。 

 要は介護予防、これをしっかりとどう取

り組んでいくかというところは、この介護

の保険料、収支に影響してくるということ

で、お聞きしたいのですが、１３４ページ

の地域支援事業で介護予防普及啓発委託

料というのが計上されています。 

 これも、昨年度よりも、若干増額になっ

ているというようなことかと思うのです

が、どういう内容であったのかということ

と、決算を踏まえて、どういう介護予防の

啓発ができたのかという認識について、お

尋ねをしたいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 まず、介護保険に

つきましては、村上委員がおっしゃるよう

に、介護の予防推進することによって、保

険料の引き下げというか、上がらないよう

にする効果もありますので、私どもとして

は、２０２５年を乗り切るに当たっては、

非常に大切な課題と認識をしております。 

 特に、高齢者が在宅で自立した生活を営

んでいただくためには、私どもができるこ

とというのは、やっぱり、介護予防に全力

を取り組みまして、少しでも介護にかから

ないように、また、介護を利用するように

なったとしても、重篤にならないように、

そういう取り組みは、常々していく必要が

あると考えております。 

 今回、ご質問の介護予防事業につきまし

ては、平成２６年度で申し上げますと、介

護保険の啓発事業といたしまして、複数あ

ります。 

 特に、１１月は、介護の日ということで、

イベントでの周知啓発を担当課と事業所

連絡会、また、認知症のボランティアの方、

また、介護者家族の会と連携しまして、介

護の大切さを踏まえて、普及啓発に努めて

いる事業と、また、認知症の予防の認識を

高めていくということで、介護予防啓発事

業としまして、各種講座を開催する取り組

みを行っております。 

 また、もう一つ、介護予防の大きな視点

としましては、体を動かしていくという観

点があります。私どもとしては、健康づく

りグループが、非常に活躍していただいて

おりまして、その方々のご努力によりまし

て、地域の小さな団体にも声をかけていた

だくなどしまして、摂津市の体操であると

か、介護予防の体操、また、トレーニング

の仕方とかを教えていただくという、非常

に頼りになる団体がおられますので、そう

いう団体への支援を事業として展開して

おります。 

 また、会員がたくさんおられます老人ク

ラブのご協力により、体力測定を実施し、

実際にその方が何ができるかというとこ

ろを斟酌する物差しとしまして、一般の方
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も含めて、会員の方だけではなくて、体力

測定ができるように、本市としても、委託

料という形で経済支援しまして、取り組み

をしていただいております。 

 ３００名を超える方が、受けていただい

ていることを認識しております。 

また、一方では、まちかどデイハウスが、

千里丘東にございますので、介護保険を受

けていない方へのデイサービス等を提供

しながら、より介護保険を使わなくても自

立ができるような事業展開をしている事

業が、介護予防の事業でございます。 

○上村高義委員長 村上委員。 

○村上英明委員 介護にならないように

ということで、予防活動、先ほど、ボラン

ティアの方とか、啓発する事業であるとか、

イベントを開催するとか、いろいろされて

いると思うのですけれども、やはり、介護

状態にならないということについては、健

康面であるとか、スポーツの面とか、仕事

の面とかいうことで、さまざまなことをや

っていくところに、この介護予防というの

が、さらに広がりを見せるのではないのか

と思うのです。 

 なので、介護ということで、一つの担当

課ということで、あれやろか、これやろか

とかいろいろとあるかとは思うのですが、

やはり、もっと幅広く見ていって、例えば、

隣の保健福祉課のウオーキング関係とか、

また、産業振興課と連携して、シルバーと

かを通じて素人の高齢の方にもできるよ

うな仕事を見つけていくとか、教育委員会

と連携をとって、朝夕の子どもの見守り関

係にもご協力いただくとか、スポーツでも

やっていくとか、市全体で取り組んでいく

ところに、この介護予防の幅というか、深

さが広がっていくのではないかと思うの

です。 

 僕自身も、もう１０年足らずすれば、１

号被保険者となってきます。介護予防とい

う観点では、地域の中でも、いろいろと近

隣の声かけをしていきながら、介護予防を

されているということもあって、私の近く

の人なんかも日の出とともに家を出てい

って、昼前に帰ってくるのです。どこまで

いくのかといったら、万博ずっと外周まで

歩いて帰ってくるとかいうことで、これが、

わしの午前中の仕事なんやとかいうて、そ

うされているとか、また、地域の行事関係、

市民体育祭等もございましたけれども、そ

ういう中でも、年やからええわという人な

んかでも、予防になるのだから出ておいで

やという感じで声かけをしていきながら、

参加者を募っているような、そういう面も

あるので、そういう意味では、このスポー

ツ関係もそうですし、また、健康関係もそ

うなので、教育委員会とか、いろいろと部

課を越えていきながら、介護予防に取り組

んでいくということが、これから知恵も出

していってほしいと思いますので、その点

を要望して、私は質問を終わりたいと思い

ます。 

○上村高義委員長 村上委員の質問が終

わりました。 

 森西委員。 

○森西正委員 それでは、決算概要の２５

０ページですけれども、増永委員の質問も

ありましたけれども、地域介護・福祉空間

整備事業と、その下に介護基盤緊急整備等

特別対策事業で、地域密着型サービス事業

所の開設準備費助成ということですけれ

ども、これは、恐らく、今、ご説明いただ

いた２４時間定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の施設だと思うのですけれども、決

算で出ていましたように、残額がかなり生

じております、執行率も低い状況になって
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おりまして、かがやきプランの中で、事業

を進めていこうということでしたが、平成

２６年度中でなされていなかったという

ことがあると思いますけれども、その理由

をお聞かせいただきたいと思います。 

 ２５４ページですけれども、審査支払事

業、支払手数料ですけれども、国保連合会

による介護報酬請求明細書の審査及び支

払いに係る経費ということですが、執行率

が、４３．１％ですけれども、この執行率

の低さの中身を教えていただきたいと思

います。 

 ２５６ページですが、高齢者権利擁護事

業、成年後見人制度の利用助成費ですけれ

ども、予算現額は１６８万円で、決算が７

６万７，８３８円と、残額が９１万２，１

６２円ということで、恐らく、残額が多い

ということは、多く予算をとっていたけれ

ども、それだけの件数がなかったというこ

とであろうと思うのですけれども、その中

身、件数を教えていただきたいと思います。 

 先ほど、増永委員が質問されましたサー

ビス付き高齢者向け住宅、これは、国土交

通省の所管です。これは、厚生労働省では

ないのですけれども、先ほども、市と府で

立ち入りをされたということであります

けれども、この点の連携、情報の共有とい

うのは、どうされているのか。 

 それと、かがやきプランの中で、恐らく、

サービス付き高齢者向けの住宅というの

が中に入っていないと思うのです。市の計

画の中に、そういうものが盛り込まれてい

なくて、大阪府のほうが指定をされて、そ

れが、つくられていくと、対象者が、居住

されてふえていくということを、どのよう

に考えておられるのか、お聞かせいただき

たいと思います。 

 それと併せて、市で指定をするところと、

府で指定をされる事業があると思うので

すけれども、それを教えていただきたいと

思います。例えば、特養とか老健でしたら、

開設するときに市の意見書をつけて府に

出して開設ということになると思うので

すけれども、意見書をつけなくても開設さ

れるものにどういうものがあるのか、その

点も教えていただけたらと思います。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 

○鈴木保健福祉部参事 それでは、森西委

員の質問にお答えいたします。 

 まず、定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の補助金の件ですけれども、平成２６年

度に、本市は、施設整備をしていただいて、

その補助金の執行をしております。 

 当初、大阪府の基金によりまして、全額

執行する予定でありましたけれども、府の

基金の財源が不足するということで、一部、

国の地域介護福祉空間整備事業に切りわ

けするという形で、府または国からも連絡

があり、二つにわかれて補助された内容で

ございます。 

 その中で、地域介護空間福祉補助金側の

執行率、また、大阪府の介護基盤緊急整備

等特別対策事業につきましても、執行率が

低いのではないかというご質問にお答え

します。 

 これにつきましては、担当課としまして

は、その事業に対する補助枠いっぱいの枠

取りで予算計上をいたしました。 

 これにつきましては、１０分の１０の補

助事業でありますので、施設のほうで必要

な整備をされた分につきましては、補助対

象になるように枠を確保したわけですけ

れども、実際の整備におきまして、その分

を精査したところ、許認可をおろした以降

に、整備をされたもの全てを対象にしまし

たが、そこまでの金額に届かなかったとい
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うことで、私どもとしては、満額執行した

つもりではいております。 

 また、介護基盤緊急整備等特別対策事業

につきましても同様でございまして、こち

らは、今回の施設のハード部分の整備に係

る補助金でございます。 

 ハード部分といいますと、既に、老健ひ

かりという事業を運営されておられます

ので、床も壁も存在する形になっておりま

して、事務所とするための間仕切りのパー

テイションであるとか、また、外に看板を

取りつけするとか、そういうようなハード

部分の整備は少なかったことによりまし

て、これも１０分の１０の補助をしており

ますけども、今回の決算の金額になったと

いうことでございます。 

 それと、別途計画しておりました小規模

特養、２９名以下の地域密着型の施設につ

きましては、安威川以北という地域で計画

を持っておりましたけれども、これにつき

ましては、問い合わせ等はありましたけれ

ども、実際に整備していきたいという話が

ありませんでしたので、その整備ができま

せんでした。 

 これにつきましては、第６期も引き続い

て整備をしていきたいと、私どもは思って

おります。 

 この１０月に市内の事業所の方にも、こ

の整備を進めていくという形で資料も郵

送させていただきまして、ホームページに

も先週、金曜日ぐらいかと思いますけれど

もアップして、より市外の方にも知ってい

ただこうという形で、周知に務めている状

況でございます。 

 次に、決算概要の２５４ページの審査支

払の額が低いのではないかということで

すけれども、この単価につきましては、当

初、４６円で進めておりました。 

 この４６円が、国民健康保険団体連合会

のほうから、平成２６年８月より８円に引

き下げるという形で通知がありました。 

 これによりまして、執行が５０％を割る

状況になったという形でございます。 

 次に、権利擁護にかかわる話についてご

答弁申し上げます。 

 まず、実績といたしましては、成年後見

人制度につきましては、平成２５年が２件、

平成２６年が５件の実績になりまして、予

算計上は、もう少し多くの枠取りをしまし

たけれども、この虐待も含めて、成年後見

の件数というのは非常に読みにくく、また、

件数としましては、おおむねひと桁台で上

下はありますけれども、一定、枠取りは確

保したいという思いは担当課にあります

ので、その結果から、実績が５件となり、

執行率が少し低いという状況になってい

ます。 

 次に、サービス付き高齢者住宅の件です

けれども、これにつきましては、本市にお

きましては、特養の待機者がたくさんおら

れるということも踏まえまして、一定、こ

の住宅の活用も期待するところはありま

す。 

 ただ、所管が厚生労働省ではなかったと

かいう状況もありまして、どれぐらい計画

に盛り込むのか、また、その計画が福祉の

観点から、十分に私どもが納得できる状況

の取り組みをしていただけるのか、まだま

だグレーなところはありまして、これにつ

きましては、設置後運用されて、担当課と

も連携ができるようになった段階で、ご協

力いただけるところにつきましては、計画

の中でも数字に盛り込み、市民の方がご利

用されて、ほかの施設と遜色のないような

取り組みがされるようでしたら、大いに活

用していきたいとは考えております。 
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 次に、事業所の指定にかかわることです

けれども、現在、市が指定できますのは、

先ほど申し上げた地域密着型のサービス

の事業所については、市が指定できます。 

 一例を申し上げますと、グループホーム

の設立、認知症の通所介護の施設等、また、

今回募集もします２９名以下の小規模特

養につきましても、地域密着型の分類にな

りますので、市が指定します。 

 特に、地域密着型で市が指定するという

ことは、基本的には、摂津市民の方が入っ

ていただくという形になります。 

 広域的にされる、大きな特養につきまし

ては、府の承認のもと、建設されておりま

して、住所地特例により、他市の方もご利

用できる施設ですけれども、地域密着型の

事業所になりますと、摂津市民を対象に入

居をしていただくというものでございま

す。 

 摂津市が指定できるのは、地域密着型の

事業で、あと、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所となっております。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 それでは、先ほど、小規模

特養の件で、今、募集をかけられて、以前

からずっと募集はかけられていて、応募さ

れるところがなかなかないという状況で、

聞いている話は、用地の確保が安威川以北

では難しいからと聞いているのですけれ

ども、長年募集をかけられていて、今回も

かけていますけれども、もしなかった場合

に、今後、そしたら出てくるのかというよ

うな状況があると思うのです。 

 特養の待機者が多くて、その待機者を解

消する一つの目的として、小規模特養とい

うことを設置をしていくところですけれ

ども、設置がされなければ、待機者の解消

が図られないということになっていきま

すので、ずっと募集をしていくというのは

必要だと思うのですけれども、いつかの段

階で、小規模特養に事業者が参入をしてい

ただくというような何かの対策を、市とし

ては、行政としては出していかなければな

らないと思うのですけれども、市内業者は、

今まで募集をかけられているのはわかっ

ていますから、それでも参入をされないと

いうことは、今後、募集があったとしても、

参入するかといったら、なかなか難しいと

思うので、内部でもう少し調査、研究をし

ていただいて、違う形で募集をかけるとい

うことをしていただきますように、よろし

くお願いしたいと思います。 

 それと、成年後見の件ですけれども、全

国的に成年後見をするに当たって、詐欺の

ようなトラブルがあったりとか、犯罪があ

ったりというようなことが起こっており

ます。 

 全国的な問題になっておりますけれど

も、ずっと制度として助成を出していく、

助成を出して後見人となった後も、これは、

市としては、後見人の方をフォローをして

いくのか、連携をとっていくのか、その辺

はどうなっているのか、後見人に全てお任

せということになっていくのか、その点、

お聞かせいただきたいと思います。 

 それと、指定の件ですけれども、地域密

着型サービスの事業所は摂津市が指定で、

それ以外の部分に関しては、府が指定とい

うことでありますので、事業所が市の全く

把握をしていないところで、どんどん設置

されていって、高齢者かがやきプランの計

画にない中で、事業所が設置をされて、例

えば、介護保険料の財政が圧迫するような

ことがないような対策はないものか、その

辺をお聞かせいただきたいと思います。 

○上村高義委員長 鈴木参事。 
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○鈴木保健福祉部参事 それでは、３点の

質問にお答えいたします。 

 まず１点、施設整備におきまして、現在、

前期から募集をしております安威川以北

の小規模特養について、手を挙げる事業者

がなければ、基準を変えるなり、判断を変

えるなりが必要ではないかというご質問

に対して、ご答弁申し上げます。 

 本市としましては、摂津市の地理的状況

を見ますと、安威川以北と以南という形で、

整備の圏域を考えております。 

 私どもとしては、できましたら、以北で

という気持ちは、以前から強くあります。 

 ただ、第５期のときから、未整備のまま

で、第６期もそのままで最終的に引きずっ

ていくのがいいのかというのは、今後、詰

めていかなければならない課題と思って

います。 

 今の段階で、こうしていくとは言えませ

んけれども、土地が以北に比べて確保しや

すい以南という選択肢もあろうかと思い

ますので、その辺は、柔軟に今回の募集要

項も見ながら、場合によっては、検討もし

ていく必要がある課題という認識はして

おります。 

 次に、後見制度につきましては、家庭の

事情によりまして、サポートをするところ

であります。 

 特に、後見制度の場合は、一例を申し上

げますと、介護サービスを受けておられた

のですけれども、自宅で倒れて入院され、

在宅生活は困難になりました。ただ、家族

の方がおられますが、その方が、精神的な

疾患をお持ちの方で、十分その方を支える

ことができなく、また、契約していくこと

もできない方となりますと、誰かが支援し

て契約に結びつけて、施設入所の手続もし

てもらう必要もありますので、こういう場

合に市長申し立てをしながら、手続につき

ましても、公費で支援し、場合によりまし

ては、その方の収入が少なければ継続的に、

家庭裁判所が決めました方々に対して、経

済的支援を月額報酬としまして、幾らか支

援するという制度があり、活用している状

況でございます。 

 次に、事業所の指定ということで、何と

かできないかというお話です。 

 この事業所の指定につきましては、まず、

府の権限のある指定の管轄、地域密着型は、

現在、市でしていくという形でありますの

で、それに基づいて、適切にしていきたい

と思っています。 

 ただ、申し上げたように、サービス付き

高齢者住宅等は、入所施設ではなくて、在

宅という位置づけで建設されているもの

であります。私どもの感覚でいいますと、

一般的な、下宿であるとか、文化住宅であ

るとか、そういうものと同じような位置づ

けで建っているものであり、そこが、施設

という認識はしておりませんので、そこに

賃貸借で住まわれている高齢者という認

識になります。 

 この施設の立ち位置は違いますけれど

も、指導という面では、今後は、府もサー

ビス付き高齢者住宅の指導の強化を進め

ていかれるので、市も連携しながら、強化

をしながら、いろんな事業所については、

かかわりをもって、特に、介護サービスの

請求が不適切にされることのないように、

そういう請求行為がある事業所について

は、指定があるとかないとかにかかわらず

取り組んでいきたいというところの気持

ちは持っています。 

 後見制度に関しての、連携についてのご

質問ですが、成年後見人制度の助成費と、

市長申し立てをするところにつきまして
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は、生活保護受給者イコールになっており

まして、年に１回は、後見人から書面で報

告を受けるルールになっていますので、そ

れをもって把握している状況です。 

○上村高義委員長 森西委員。 

○森西正委員 サービス付き高齢者住宅

の件ですけれども、近隣市と比べると、人

口割でいうと、摂津市は、多いような気が

するのですけれども、それが、結局、摂津

の高齢介護課で、全く把握をされずに、ど

んどんと建てられていったときには、在宅

ということでありますけれども、お元気な

ときには、そのサービスを余り使われない

ということになるでしょうけれども、高齢

になられて、だんだんと体が動かなくなっ

て、しんどくなってくると、そしたら、老

健とか特養にとか、そういう声も出てくる

かと思うのです。 

 そうなってくると、待機が今でもあるに

もかかわらず、待機者がふえたりというよ

うなことが生じてくる可能性もあると思

いますので、指定が摂津市でされているわ

けではないので、なかなか難しいとは思う

のですけれども、その点、極力把握に努め

られるように、よろしくお願いしたいと思

います。 

○上村高義委員長 森西委員の質問は終

わりました。 

 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 以上で、質疑を終わり

ます。 

 暫時休憩します。 

（午後３時   休憩） 

（午後３時２分 再開） 

○上村高義委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○上村高義委員長 討論なしと認め、採決

します。 

 認定第１号所管分について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 賛成多数。 

 よって、本件は、認定すべきものと決定

しました。 

 認定第３号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 賛成多数。 

 よって、本件は、認定すべきものと決定

しました。 

 認定第６号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 全員賛成。 

 よって、本件は、認定すべきものと決定

しました。 

 認定第７号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 賛成多数。 

 よって、本件は、認定すべきものと決定

しました。 

 認定第８号について、認定することに賛

成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○上村高義委員長 賛成多数。 

 よって、本件は、認定すべきものと決定

しました。 

 これで、本委員会を閉会します。 

（午後３時３分 閉会） 
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